
生命保険において 自殺免責期間を定める

約款規定の効力 再論

広 瀬 裕 樹

第1章 は じめ に

商 法 は,被 保 険 者 が 自殺 した場 面 につ き,一 律 に 保 険 者 免 責 事 由 と して

い る(商 法680条1項1号)。 一 方 で,生 命 保 険 の 約 款 で は 一 般 に,契 約

締 結 後 一定 期 間 内 に被 保 険 者 が 自殺 した場 合 の み が保 険 者 免 責事 由 に 掲 げ

られ て い る(以 ド 「自殺 免 責 約 款 」 と い う)。 一 般 に,商 法680条1項1

号は任 意 規 定 で あ って 自殺 免 責 約 款 は有 効 で あ る,と 解 され て い るが,事

は そ れ ほ ど単純 で は な い。 自殺 免 責 約 款 に よ れ ば,契 約 締 結 か ら一 定 期 間

経 過 した 後 の 自殺 に は保 険 金 を 支払 う こ と に な る が,例 外 的 に 保 険 金 支 払

が 否定 され るべ き場 面 が あ る。 そ の例 外 が あ り うる こ とに つ い て は 異 論 を

見 な い。 しか し,そ の 具 体 的 範 囲 お よ び解 釈 論理 は,い わ ば 百家 争 鳴 の 状

態 に あ る。

筆 者 は,こ の 問題 に 関 して 既 に検 討 を 行 った こ とが あ る が 中,論 文 の 公

表 後 に,最 高 裁'f'成16年3月25U判 決121(以 ド,「最 高裁 平成16年 判 決」

とす る)が 登 場 し,そ れ を 契 機 と して さ らに 活 発 に 議 論 が 展 開 さ れ て い

る13'。後 に確 認 す る よ うに,最 高 裁 判決(第3章 にて 後 掲)も,最 近 の 議

論 の ほ とん ど も,基 本 的 に は学 説1一の 多数 説(2-2を 参 照)に 則 って 展

開 され て お り,そ の点 で は,私 見(2-3を 参 照)と 同 じ くす る。
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しかし,最 近の議論状況の趨勢には少なからず疑問を感 じている。被保

険者の自殺につき保険者免責事由とする実質的な根拠についての分析は,

果たして十分になされているであろうか。保険者が免責される根拠は,後

述するように,信 義則や公序良俗(な いし,公 序,公 益など)に 求められ

ることが多いが,そ のような一般法理はいわば 「入れ物」であるか ら,信

義則や公序良俗を単に示 したのみでは,形 式的な論理を提示 したに過ぎな

い。その実質的な内容 こそが示される必要がある。そもそも,私 的自治の

原則の下において,一 旦は約 した生命保険金の支払を否定することが軽々

に行われて良いはずはない。それでもなお,あ えて生命保険金の支払を否

定することにより,成 し遂げられるものとは何であろうか。すなわち,そ

こで達成されるべき政策 目標は何であろうか。

また,そ の一方で,悪 質なケースにおける対策が強調され過ぎているよ

うにも思われる。その結果,自 殺免責約款の存在意義が,悪 質なケースに

対する様々な対策の中に埋没 してしまっているのではなかろうか。 ここで

改あて,「 被保険者の自殺 にあたり,い かなる場合に,い かなる根拠によ

り,生 命保険金の支払は否定 されるべきか」 という根源的な課題につき検

討する必要があると考える。悪質なケースの対策が急務であることは重々

承知 している。 しかし,だ からといって,場 当たり的な対応に終始するだ

けで良いはずがない。全体の中で論理的に整合するような体系的位置づけ

を探る必要もあるはずである。

筆者は,自 殺免責約款の効力については,以 上の観点からの検討が一卜分

に深められていないと考えている。そして,だ からこそ,議 論が生産的に

かみ合 っていないようにも思われる。

かつて示 した私見は,最 高裁平成16年 判決の立場にも近接 してお り,

現在でも基本的に維持 しうるものと考えているが,最 近の議論状況に適合

する形で,改 めて,考 察する必要があると考えた。

本稿では以下のような構成を取る。まず,本 稿での議論の前提として,
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従来の学説 ・判例における議論状況および私見の概略を示す(第2章)。

次に,最 高裁判決を詳細に紹介した上で(第3章),こ れを契機 とした議

論状況を整理 し(第4章),私 見の立場から検討を試みる(第5章)。 さら

に,改 めて,自 殺免責期間を定める約款規定の効力につき,理 論面(被 保

険者の自殺につき保険金の支払を否定すべき根拠)お よび現実面(自 殺免

責約款の 「誤作動」)の 観点から考察することとしたい(第6章)。

(U広 瀬 裕樹 「自殺免責期間 を定 める約款 規定 の効力」愛知大学法経論集160号

141頁(2002年)。

(2)民 集58巻3号753頁 。

(3)最 高裁平成16年 判決 の判例研究 と しては,次 の ものがあ る。it利 公人 「最

高裁平成16年 判決 判批」一ヒ智法学論 集48巻1号101頁(2004年),中 西 正明

「最 高裁平成16年 判決判批」民商131巻2号298頁(2004年),相 原隆 「最 高

裁 平成16年 判決判批 」私法 判例 リマー クス31号98頁(2005年),笹 本 幸祐

「最 高裁平成16年 判決判批」 ジュ リス ト臨時増 刊1291号 『平成16年 度 重要判

例 解説』115頁(2005年),竹 濱修 「最 高裁 平成16年 判決 判批」 保険 事例研究

会 レポー ト197号13頁(2005年),金 岡京 子 「最高裁,f:成16年 判決判批」法

律の ひろば2006年1月 号64頁(2006年),太 田晃詳 「最 高裁平 成16年 判決

判解 」法曹時報58巻6号131頁(2006年)。

第2章 最高裁平成16年 判決までの議論状況

最高裁平成16年 判決までの議論状況については,既 に分析済である。

詳 しくは拙稿q}をご参照頂 くこととして,本 稿での議論の前提として必要

な限 り,最 低限の紹介をすることとする。

2-1.商 法 の 規 定 お よ び約 款 の趣 旨

商 法680条1項1号 に お い て,被 保 険 者 のr1殺 が 一 律 に保 険 者 免 責 事 山

と され て い る根 拠 と して は,一 般 に,信 義 則,公 序 良俗,保 険 制 度 の 維 持,
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の三点が挙げられる。 このうち中心に位置づけられるのが,公 序良俗か ら

の要請であり,そ の具体的な内容として,不 当利用の防止が強調される。

ただし,そ のように解すると,不 当利用の意図なくして被保険者が自殺 し

た場合には,保 険者免責とする必要はないことになる。それにも拘わらず,

商法680条1項1号 が一律に保険者免責事由としていることについては,

自殺にまつわる立証の困難性を克服するために,全 ての自殺を,防 止され

るべき不当利用に基づくものとみなすこととした,と 理解 しうる。取 り得

べき方策はいくつかありうるが,い わば保守的に一律の保険者免責とした

わけである。それゆえ,商 法680条1項1号 は,貫 徹する合理性を見出せ

ず,任 意規定 と解 されることとなる。

これに対 して,自 殺免責約款において,自 殺について一定の免責期間が

設けられるのは,保 険契約が保険金取得 目的で締結 されることを防止する

ためであると説明される。すなわち,予 め自殺を企図して保険契約を締結

したとして も,一 定期間(例 えば一年間)自 殺の意図を持ち続けることは

ほぼ不可能であるか ら,自 殺免責期間を設けることで,保 険金取得 目的の

達成をほとんど排除 しうる。一・方で,自 殺免責期間経過後の自殺は,契 約

締結の意図とは無関係であると把握することが可能 となる。また,契 約締

結後に保険金取得の意図が生 じ自殺する場合は,自 らを死に至らしめると

いう行為の性質上,正 常な精神状態の下で容易に選択されるとは思えず,

現実に頻発するとは考えにくいか ら,あ えて免責事由とするまではないと

もいいうる。要するに,自 殺免責期間の設定は,保 険金取得 目的で契約が

締結された場面のみを排除するべ く機能するが,そ れで もって弊害は除去

されうると考え られているわけである。 しか も,一 定の期間の経過という

簡便な指標をもって保険金を支払うべきか否かを判断できるため,立 証の

困難性は存在 しない。

したがって,自 殺免責約款によれば,商 法680条1項1号 が実現 しよう

としている生命保険契約の不当利用の排除を,合 理的かつ現実的に達成で
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き る。 そ れ ゆえ,自 殺 免 責 約 款 は,商 法680条1項1号 の 存 在 に拘 わ らず

一 応 の と こ ろ有 効 と解 され て い る
。

2-2.自 殺免責約款の解釈

自殺免責約款が有効である範囲については,見 解が分かれる。多数説は,

自殺免責約款の効力をほぼ全面的に認ある耐。これに対 し,有 力説は,期

間経過後の自殺については保険金取得目的(「 保険金取得が主要な目的で

ある場合」などの表現 も含む,以 下同じ)が ないとの推断が前提となって

保険金が支払われるのであって,こ の推断が覆されるような場合にまで保

険金の支払を約する定めは公序に反 し無効であるとする(6)。すなわち,自

殺免責約款は,推 定規定 としての効力にとどまり,保 険金取得口的の自殺

であることが立証されれば,こ の推定が覆されるので,保 険者は免責され

ると解される。

ただ し,多 数説によっても,期 間経過後の自殺につき,必 ず保険金が支

払われるという結論が導かれるわけではない。悪質な事案については,公

序良俗違反によって契約が無効 と解 されたり,重 大事由解除権の対象とな

りうるなど,様 々な法理が援用 され,保 険金支払を否定すべき場面があり

うることを認める。それゆえ,両 者の相違は,自 殺免責約款の解釈のみで

あるべき結論を導こうとするか(有 力説),自 殺免責約款以外の法理 も用

いて総合的に解決 しようとするか(多 数説),で あるといえる。

裁判例では,多 数説に則 ったものが一件あったのみであったがt71,近時

は,有 力説の解釈論を採用す る裁判例が現れている。例えば,最 高裁平成

16年 判決の原審である東京高裁'F成13年1月31日 判決f$1がそ うである

(次章にて紹介)。

ただし,近 時の裁判例は,保 険金取得目的の有無に加え,付 加的な要件

を課す傾向にある。公表された裁判例 としては,岡 山地裁平成11年1月

27日 判決(以 下 「岡山地裁判決」 という)「9)と山口地裁平成11年2月g

一5一



日判決(以 下 「山口地裁判決」という)!°'が存在する。以下の議論にも関

わるので,そ れぞれにつき簡単に紹介 してお くこととする。

まず,岡 山地裁判決の事案は次の通 りである。多額の借金を負った甲が,

多数の自動車保険や高額の生命保険(一 件)に 加入 した後,故 意に発生さ

せた交通事故により死亡 した(自 殺と認定)。 このとき,運 転手の過失に

よる交通事故を偽装するため,運 転 していた無関係の知人乙も事故に巻き

込み,死 亡させた。岡山地裁は,保 険金取得を主要な目的とした自殺では

ないとの推定が覆され,か つ,自 殺の具体的態様が全体として商法および

約款の趣旨に反する場合には,自 殺免責約款の適用は排除されると判示し,

保険金請求を認めなかった。

次に,山 口地裁判決の事案は次の通 りである。実質的には暴力団組長丙

の支配 ドにあった甲社が,丙 の愛人乙を被保険者とする保険契約を締結 し

ていた。乙は丙に対 して多額の借金があり,丙 に,自 殺 して保険金で支払

う旨をたびたび言 ったことがあった。一方で丙は乙に対 して自殺の実行を

迫るような発言をしたこともあった。乙は,交 通事故や自殺未遂などを発

生させた末,結 局,契 約締結から1年3ヶ 月の時点で,自 殺 した。山口地

裁は,保 険金取得 目的で自殺した場合で,か つ,自 殺免責期間の経過と保

険事故の発生 日時に有意的な相関関係がある場合には,保 険契約締結の事

実とは無関係な自殺であるとの推定が覆 され,自 殺免責約款により商法

680条1項1号 の適用は排除されないと判示 し,保 険金請求を認めなかっ

た。

いずれの判決 も,事 案は相当に悪質であり,結 論として,保 険金請求を

tiGる べきではないことに異論は見られない。問題は,そ の論拠である。

この二つの判決は,基 本的に有力説の解釈論理に則っている。公表論文な

どでは,岡 山地裁判決 も山口地裁判決 も有力説に位置づけられることがほ

とんどであり,筆 者もかつてそのように分類 した11D。しかし,そ れぞれの

付加的な要件は,有 力説の論理か らは導き出せないものである。それゆえ,
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単純に有力説に分類することは適当でない。近時は,こ れらの裁判例の立

場を 「第三説」 として位置づける見解121が現れており,本 稿 もその分類に

従うこととしたい。

また,「保険契約の態様,自 殺に至る諸事情全体をみて保険金の支払を

することが社会的妥当性を著 しく欠 く場合には,保 険金の支払は公序良俗

に反するものとして許されない」 とする見解も現れた噛。この見解は,基

本的には多数説を採るのであるが,例 外として保険金支払を否定すべき場

面がありうることを肯定する。 この例外は,単 に,保 険金取得目的で自殺

したことのみでは満たされないため,少 数説よりも限定されている。具体

的場面における結論としては,岡 山地裁判決および山口地裁判決とほぼ同

様 になると思われる。それゆえ,こ の見解 も,「第三説」に位置づけるこ

とができよう。

このように,自 殺免責約款の解釈については,三 つの立場に分けられる。

しかし,具 体的に保険金支払を否定すべき場面については,説 を問わず,

論者によって微妙に異なっているように思われる。さらに,多 数説におい

て,ど のような法理をどのように用いるべきかについても,区 々様々であ

る。その意味では,ま さに 「百家争鳴の状態」にあったのである。

2-3.私 見

私見の概要は以下の通 りであるqい。

自殺免責約款の効力を検討するL一で,そ の存在意義と,保 険契約法kに

存在する様々な法理(例 えば,公 序良俗違反や,詐 欺無効,権 利濫用,重

大事由解除権など)(以 下 「自殺免責約款以外の法理」という)と の総合

的な位置づけを十分に考慮することが重要である。自殺免責約款は,契 約

締結時に保険金取得 目的があったとしても,そ の実行行為を排除 しうる機

能を有する。商法680条1項1号 は,公 序良俗などか らの要請につき,い

わば安全策を採 り,自 殺を一律に保険者免責事由にしていると理解できよ
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うが,自 殺免責約款は安全策を採 らず,そ の機能をもって,保 険者免責と

なる範囲を縮減 している。これは,保 険金が支払われることにより遺族の

生活保障を充実させることが可能になることなどを重視 した一種の政策判

断である。自殺免責約款による実務が長年にわたり積み重ね られてきたこ

とは,自 殺免責約款や,自 殺免責約款以外の法理が有効に機能 してきた結

果,そ の政策判断が合理的なものであったとの証左にな りえよう。それゆ

え,自 殺免責約款の通 りの処理で一貫 しても問題はないと考える。多数説

を支持すべきである。

また,具 体的事案にあたっては,自 殺免責約款以外の法理による解決も

可能であるが,そ うした法理の援用可能性を一律に否定すべきではないも

のの,自 殺免責約款の存在意義を一卜分に考慮に入れて整理する必要がある。

まず,そ の機能からすれば,被 保険者が自殺した場合に,遡 ってみれば,

契約締結時に保険金取得 目的があったことが判明しても,そ の事情のみで

は,公 序に反 しないと理解すべきである。その場面の反公序性は,自 殺免

責約款により除去されており,ま さにそこに自殺免責約款が存在する意味

があるか らである。

次に,被 保険者が保険金取得 目的で自殺 したという一事のみであれば,

公序には反 しないと理解すべきである。そのような場面の防止一般には自

殺免責約款の機能は及ばないか ら,契 約上は,保 険金を支払 うべき場面と

理解せざるを得ない。そして,前 述 したように,そ うした実務が積み重なっ

てきたということは,そ のような場合であって も保険金を支払うべきだと

いう政策判断が社会的に承認されたと考え られる。 もとより,自 殺する被

保険者は,保 険事故を招致 したところで,保 険の利益を直接享受する者で

はない。 したがって,自 殺免責約款以外の,自 殺免責約款以外の法理は,

自殺免責約款 といわば 「棲み分け」すべ く,以1.で 示 したような自殺免責

約款の存在意義から生ずる要請に抵触しない範囲で,援 用が認められるべ

きである。結局のところ,「 自殺に関す る一連の行為の悪質性」に着目し
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生命保険 にお いて 自殺免責期 間を定 める約款規定 の効 カ ー 再論

た法理ならば,棲 み分けが可能であるから,援 用可能であると考える。

要するに,自 殺免責約款 と,自 殺免責約款と棲み分けられる法理がそれ

ぞれ機能すれば,問 題とすべき事案には十分対応 しうる,と いうのが私見

の立場である。

(4)広 瀬裕樹 ・前掲注111論 文153頁 以下。

(5}最 高裁平 成16年 判決以前 に多数 説を唱え ていた論稿 と しては,主 と して,

以 ドの ものが ある。小 町谷操三 「生命保険契約 における不 可争条項 について」

『保険法の諸問題』69頁(有 斐閣,1974年),田 辺康平 「生命保険契約 と保険者

の免責事 由」 ジュ リス ト736号105頁(1981年),竹 浜 修 「人保険 における 自

殺免責条項」 立命館法学225・226号1070頁(1992年),植 村敬治朗 「判批」

別冊 ジュ リス ト121号 『商法(保 険 ・海商)判 例百選(第 二版)』105頁(有 斐

閣,1993年),石 田満 『商法IV(保 険法)』331頁(青 林書院,改 訂版,1997年),

甘利 公人 「商 法六八 〇条 一項一 号 と 自殺 免責 条項 」 上 智法学44巻3号1頁

(2001年),洲 崎 博史 「山口地裁 判決判批」 ジュ リス ト臨時増刊1197号 『平成

11年 度重要 判例解説』107頁(2000年),山 下友信 「東京高裁判 決判批」保険

事例研究 会 レポー ト161号14頁(2001年),山 本 豊 「山口地 裁判 決判批」私

法判例 リマー クス23号108頁(2001年),福 島雄 一 「生 命保険契約 の 自殺 免

責約 款にお ける免責期間経過 後の被保険者 自殺の問題(1)(2・ 完)」 福 島大学

行政 社会論集14巻3号64頁,4号55頁(2002年),山 野嘉朗 「東京高裁 判決

判批 」判例評論529号198頁(2003年),三 宅新 「東京 高裁判決判批」 ジュ リ

ス ト1261号189頁(2004年)。

(6)最 高裁平成16年 判決以 前に有力説 を唱えてい た論稿 として,主 として,以

下 の ものが あ る。 大澤康孝 「生命保険 にお ける自殺免責」 エ コノ ミア89号1

頁(1986年),出 口正義 「判批」 ジュリス ト911号101頁(1988年),坂 口光

男 『保険法』327頁(文 眞堂,1991年),石 原全 「判批」判例評論424号217頁

(1994年),中 村敏 夫 「被保険者 の 自殺 」『生 命保険契 約法 の理 論 と実 務』579

頁(保 険毎 日新聞社,1997年),笹 本 幸祐 「人保 険にお ける自殺 免責条項 と証

明責任(一)～(四 ・完)」 文研論集123号101頁,125号98頁(1998年),126

号91頁(1999年),131号109頁(2000年),山F丈 「生命保険契 約 と被保険

者の危険」 東海法学23号29頁(2000年),西 嶋梅治 「自殺免責期間経過後 の
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自殺 」 『生 命 保 険 契 約 法 の変 容 とそ の考 察』199頁(保 険 毎 日新 聞 社,2001年),

山 下 典 孝 「生 命 保 険 契 約 に お け る 自殺 免 責 条 項 に関 す る若 干 の 考 察 」 法 学 新 報

109巻9・10号601頁(2003年)。

(7)札 幌 地 判 昭 和59年12月18日 判 時1180号134頁 。

18)判 時1788号136頁 。

(9)金 法1554号90頁 。 判 例 研 究 につ い て は,注(5)お よ び(6)を 参照 。

(10)判 時1681号152頁 。 判 例 研 究 につ いて は,注(5)お よ び(6)を 参照 。

(11)広 瀬 裕 樹 ・前 掲 注(1)論 文157頁 。

(12)中 西 正 明 ・前 掲 注(3)最 高 裁 平 成16年 判 決 判 批309頁,同 「生 命 保 険約 款 の

自殺 免 責 条 項 」 大 阪 学 院 大 学 法 学 研 究31巻1・2号129頁 以 下(2005年)。

(13)山 下友 信 ・前掲 注(5)東 京 高 裁判 決 判 批18頁 。

(14)詳 細 は,広 瀬 裕 樹 ・前 掲 注(1)論 文171頁 以 下 参照 。

第3章 最高裁平成16年 判決

3-1.事 案の概要

Aは,代 表取締役 としてX1社 の経営全般にあたってきた。X1社 は,

平成2年 度以降,未 処理の損失が次第に増加 し,平 成6年 ころのX1社 の

経営状態は,相 当厳 しい状況にあった。 さらに,平 成7年 度前期(4月 か

ら9月 まで)も,業 績は好転せず,銀 行から緊急融資を受けていた。さら

に,A自 身やAの 親族か らも相当額の融資を受けていた。

こうした中,平 成6年6月1日,Aは,自 らを被保険者とし,X1社 を

保険契約者兼保険金受取人とする生命保険契約を保険会社4社(Y1～

Y4)と 締結 した(以 下 「平成6年 契約」とする)。

その後 も,Aは,平 成7年 に入 り5月1日 と6月1日 に,同 様に,自

らを被保険者とし,X1社 を保険契約者兼保険金受取人とする生命保険契

約を4社(Y1,Y5～Y7)と 締結 し,さ らに,同 年7月1日 に,自 らを保

険契約者兼被保険者 とし,妻X2を 保険金受取人とする生命保険契約を2
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生命保 険において 自殺免責期間を定め る約款規定の効カ ー 再論

社(Y2,Y4)と 締結 した(以 下 「平成7年 契約」とする)。

これらの生命保険契約に適用される約款には,保 険者の責任開始の日か

ら1年 内に被保険者が自殺 した場合には保険者は死亡保険金を支払わない

旨の特約(以 ド 「1年内自殺免責特約」とする)が 定められている。

以hの 保険契約の合計保険金額は19億8500万 円であり,X1社 の年間

売 ヒ高の6倍 以L一にもhっ ていた。 また,X1社 およびAが 支払 うべき保

険料は,平 成7年7月 には,本 件各生命保険のみで月額210万 円弱にも達

していた。 しかしX1社 はさらに,同 年8月 から9月 にかけて,複 数の損

害保険会社との間で,被 保険者をAと する5件 の傷害保険契約(保 険金

の合計額は3億 円)を 締結 した。別件の養老保険 も合わせると,保 険料の

総額は月額225万 円を超えるまでになっていた。

平成7年10月31Ff,Aは,X1社 が請け負った屋上防水補修工事の現

場である団地の屋上か ら落 ドして即死した。X1社 およびX2はAが 事故

死したとしてY1な いしY7に 保険金を請求 した。これに対してYら は,

本件落下事故はAの 自殺であること,お よび,本 件の各生命保険契約は

不11三な利益を得る目的で締結されており,公 序良俗違反により無効である

ことなどを主張 して,保 険金の支払を拒絶 した。

第一審(東 京地裁平成11年3月261]判 決)は,事 実状況を総合すると,

本件の事故は不慮の事故ではな く,AがXら に巨額の保険金を取得させ

ることを目的として事故死を装って自殺 したものと認めるのが相当である,

と判示 した。その上で,'F成7年 契約については,Aの 自殺行為は約款

所定の免責期間(1年)内 であったとして,Xら の請求を排斥 した。一方

で,免 責期間が経過 している平成6年 契約については,Aに 万が一のこ

とがあった場合X1社 は相当額の保障を必要としていたことや,平 成7年

契約までに1年 ほど経過 していることなどからすれば,契 約の締結があな

がち不自然不合理なこととまでいうことができず,不 法利得目的を達成す

るための手段として締結されたものとまではいえないとし,公 序良俗違反
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などのYら の主張を認あず,X1の 請求を認容 した。

以上の判示に対 し,Xら もYら も双方 ともに控訴 した。Yら は,不 正

利用目的の自殺については商法680条1項1号 が適用され保険者は免責さ

れる,と の主張を新たに加えた。

第二審(東 京高裁平成13年1月31日 判決)は,次 のように判示 して,

Yら の主張を認め,平 成6年 契約 において も平成7年 契約 においても死

亡保険金の支払義務を否定 した。

「商法680条1項1号 は,生 命保険契約の締結ない し責任開始後の経過

期間を論ぜず,被 保険者が自殺 した場合を保険者の保険金支払義務の免責

事由の一つとして規定 している。商法の右規定が被保険者の自殺を保険者

の保険金支払義務の免責事由としたのは,生 命保険契約は,基 本的に射倖

契約の性格を帯び,発 生時期が不確定で偶然的な事由により発生する保険

事故としての被保険者の死亡を原因として保険金が支払われることをその

本質とするものであることか らすれば,保 険契約者又は被保険者が保険金

取得目的をもって故意に保険事故を発生せ しめてならないことは,生 命保

険契約の性質上要請される当事者間の信義誠実の原則に照 らして当然のこ

とであるのみならず,被 保険者の自殺の場合にも保険金が支払われること

になれば,自 殺を誘発 し,生 命保険契約が不当な 目的に利用されるおそれ

があり,ま た,生 命保険契約上の保険事故の発生が予測不可能なものとなっ

て,生 命保険制度の維持運営が困難となることか ら,こ れ らを防ILす る趣

旨であると考えられる。

ところが,本 件の場合のみならず一般に,生 命保険契約の保険約款にお

いて本件の1年 内自殺免責特約の同様の条項を定あているか ら,右 条項の

反対解釈として,被 保険者が生命保険契約の締結ないし責任開始の日か ら

1年 以上を経過 した後に自殺 した場合には,保 険者は保険金支払義務を負

うことになるものと解される。 これは,生 命保険契約の締結ない し責任開

始の口から1年 を経過 した後の自殺の場合には,保 険金取得目的に出たも
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のは一般的に少な く,通 常,そ れは,生 命保険契約 とは無関係な動機 ・目

的による自殺であり,専 ら又は主として保険金の取得を目的としたものと

はいえないものと推定されるから,こ れに対 して保険金の支払がされたと

して も右商法の規定が危惧するおそれはさほど大きなものとはいい難く,

その趣旨を没却するものではないとの判断によるものと解される。 しかし

なが ら,商 法の右規定及び保険約款中の1年 内自殺免責特約の各趣旨並び

にその相互の関係を前記のように解するとすると,保 険契約締結ないし責

任開始の日か ら1年 経過後に被保険者が自殺 した場合において も,保 険者

においてその自殺が専 ら又は主として保険金の取得を目的としてされたも

のであることを主張 ・立証 した場合には,1年 内自殺免責特約の存在にも

かかわらず,保 険者は,商 法680条1項1号 の原則に基づき,保 険金支払

義務を免れるものと解するのが相当である。」

「これを本件についてみると,Aが 専 ら又は主として本件各保険契約 に

基づ く保険金をその受取人であるXら に取得させ る動機 ・目的の下に自

殺 した ものであることは,前 記認定のとお りである。そうす ると,Yら

は,平 成6年 契約に基づ く保険金につき,1年 内自殺免責特約の存在にか

かわ らず,商 法680条1項1号 により,そ の支払義務を免責されるものと

いわざるを得ない。」

これに対 し,Xら は上告 した。 なお,上 告審では,平 成6年 契約 に基

づ く保険金請求に関 してのみ扱われ,平 成7年 契約に基づ く保険金請求に

関 しては,上 告不受理となった。

3-2.判 旨

破棄差戻

「商法680条1項1号 は,被 保険者の自殺による死亡を保険者の保険金

支払義務の免責事由の一つとして規定 しているが,そ の趣旨は,被 保険者

が自殺をすることにより故意に保険事故(被 保険者の死亡)を 発生させる
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ことは,生 命保険契約上要請される信義誠実の原則に反するものであり,

また,そ のような場合に保険金が支払われるとすれば,生 命保険契約が不

当な目的に利用される可能性が生ずるか ら,こ れを防止する必要があるこ

と等によるものと解される。そして,生 命保険契約の約款には,保 険者の

責任開始の日から一定の期間内に被保険者が自殺 した場合には保険者は死

亡保険金を支払わない旨の特約が定められるのが通例であるが,こ のよう

な特約は,生 命保険契約締結の動機が被保険者の自殺による保険金の取得

にあったとしても,そ の動機を,一 定の期間を超えて,長 期にわたって持

続することは一般的には困難であり,一 定の期間経過後の自殺については,

当初の契約締結時の動機との関係は希薄であるのが通常であること,ま た,

自殺の真の動機,原 因が何であったかを事後において解明することは極め

て困難であることなどから,一 定の期間内の被保険者のr1殺 による死亡の

場合に限って,そ の動機,目 的が保険金の取得にあるか否かにかかわりな

く,一 律に保険者を免責することとし,こ れによって生命保険契約が」二記

のような不当な目的に利用されることを防止することが可能であるとの考

えにより定め られた ものと解される。そうだとすると,上 記の期間を1年

とする1年 内自殺免責特約は,責 任開始の 日か ら1年 内の被保険者の自殺

による死亡の場合に限 って,自 殺の動機,「i的 を考慮することな く,一 律

に保険者を免責することにより,当 該生命保険契約が不当な目的に利用さ

れることの防止を図るものとする反面,1年 経過後の被保険者の自殺によ

る死亡については,当 該 自殺に関し犯罪行為等が介在 し,当 該白殺による

死亡保険金の支払を認めることが公序良俗に違反するおそれがあるなどの

特段の事情がある場合は格別,そ のような事情が認められない場合には,

当該自殺の動機,目 的が保険金の取得にあることが認められるときであっ

て も,免 責の対象 とはしない旨の約定 と解するのが相当である。そして,

このような内容の特約は,当 事者の合意により,免 責の対象,範 囲を一定

期間内の自殺による死亡に限定するものであって,商 法の1・記規定にかか
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わらず,有 効と解すべきである。」

本件の事実関係によれば,平 成6年 当時,「Aが 経営するX1社 の経営

状態は相当厳 しい状況にあり,X1社 及びAは,前 記のとおり,多 数の保

険会社との間で,多 額の保険金額の……生命保険契約等を締結 していたこ

と等が明 らかであるが,そ の自殺に至る過程において犯罪行為等が介在し

た形跡はうかがわれず,そ の他公序良俗にかかわる事情の存在 もうかがえ

ない本件においては,そ の自殺の主たる動機,目 的が,保 険金を保険金受

取人である上告人 らに取得させることにあったとしても,上 記特段の事情

があるとはいえないものというべきである。

そうすると,X1社 の平成6年 契約に基づ く主契約の死亡保険金の請求

については,1年 内自殺免責特約により,商 法680条1項1号 の規定の適

用が排除されるものと解すべきである。」

3-3.最 高裁判旨の位置づけ

まず,最 高裁は,商 法680条1項1号 と白殺免責約款の趣旨について論

じているが,こ れは一般に説かれているところとほぼ同旨である。

注目すべきは,自 殺免責約款の解釈についてである。「当該 自殺の動機,

目的が保険金の取得にあることが認められるときであっても,免 責の対象

とはしない旨の約定と解する」と判示 していることからすれば,明 らかに,

基本的には多数説の立場に立つものと理解できる。 しかし,そ の一方で,

「特段の事情がある場合」の例外を認めている。従来の多数説の立場から

は,そ のような例外の存在を当然に導けるわけではないから,こ の判旨を

多数説に位置づけることは適切ではない。

この 「特段の事情がある場合」の例外は,後 述するように(5-1参 照),

極めて限定的である。「特段の事情がある場合」に該当し保険金支払が否

定される具体的場面は,岡 山地裁判決および山口地裁判決の判旨による場

合とほぼ同じであると思われるq5'。したがって,判 旨は,多 数説に一応は
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則っているものの,前 述の 「第三説」に位置づけられるべきである!llii。

この限 りで,前 述 した 「百家争鳴の状態」において,判 例法理として一

応の決着を見たといえる。 しか し,こ の最高裁平成16年 判決によっても,

なおも問題は積み残 されている。第一に,判 旨は,「特段の事情がある場

合」に保険者が免責されることにつき,具 体的な法的構成を明らかにして

いない。 したがって,法 的に,い かなる根拠に基づいているのかが不明確

である。そして,そ れが不明確であることにも関連するであろうが,第 二

に,「特段の事情」の具体的中身 も明確ではない。最高裁が具体的事案に

対応 して判示している部分の内容は参考になると思われるが,具 体的にど

のような内容となるかは,基 本的に今後の事案の集積を待つことになろう。

ただし,自 殺免責約款の位置づけに影響 しうる事柄であるから,保 険法の

体系上,適 切に理論付ける必要がある。

すなわち,最 高裁平成16年 判決によって,解 釈論理としては一応決着

した ものの,そ の法的構成や,具 体的な結論(「特段の事情」の具体的内

容)と いった,肝 心の部分については,不 明確なところが少なくないので

ある。

こうした部分については,次 章以降で,詳 しく検討することとしたい。

なお,最 高裁平成16年 判決判旨の射程は,当 然なが ら,自 殺に関 し一

定の免責期間を定める場合一般に及ぶが,そ の限りであると考えるべきで

ある。判旨中にて 「公序」 という言葉が用いられてはいるが,対 象となる

局面は限定されている。保険契約一般において,い かなる場面に 「公序良

俗」に反するかには全 く触れていない。もちろん推測はできる(公 序良俗

に反すると判断される場面はかな り限定的であろう)が,被 保険者が自殺

したケースであって も,ま た別の指標に基づき,「 公序良俗に反する」 と

判断される場合があ りえないとはいえない。公序良俗以外の法理について

も,同 様である。

したがって,こ の最高裁平成16年 判決は,自 殺免責約款以外の法理 に
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ついて,直 接に判例法理たる影響力を有するわけではなく,被 保険者が自

殺 したケースにつき,ま た別の争い方がありうることまでが否定 されたわ

けではないと考える。 もちろん,後 述するように法的構成次第では間接的

な影響はあるとはいえようが,「 全体像」はいまだ示されていないという

べきであろう。それゆえ,今 後の裁判例の展開には,こ の 「全体像」がい

かにあるべきかという観点か らも注意が払われるべきであるIP。

(151最 高裁調 査官 による解 説によれば,最 高裁の説 く 「特段 の事情」 は,岡 山地

裁判決や 山口地裁判決 の事案に類す るほ どの悪質 な事案 を念頭 に置いていた と

され る。太田晃詳 ・前掲注(31最 高裁平成16年 判決判解160頁 。

(16)中 西 正明 ・前掲注(12)論文129頁 。 なお,同 ・前掲注(3)最 高裁{=成16年 判

決判批310頁 参照。相 原隆 ・前掲注(31最 高裁 平成16年 判決 判批101頁 で も同

様の指摘が されて いる。

1171吉 野慶 「判批」保険事例 研究会 レポー ト211号14頁(2006年)は,こ の最

高裁平成16年 判決 の影響が,自 殺免責約款以 外の法理 に も及び うるとする。

後注 ⑳ 参照。

第4章 最高裁平成16年 判決判旨の法的構成

4-1.学 説上の評価

最高裁平成16年 判決の判旨が,い かなる法的構成を採 っているものと

理解 しうるかは,な かなか難解である。有力説の解釈を参考とすれば,次

のような法的構成を想定することができよう。すなわち,商 法680条1項

1号 の核となる部分は強行規定であり,自 殺免責約款よりも優先して適用

される結果,「特段の事情」が認め られる場合には,保 険者が免責される。

商法680条1項1号 を,い わば 「部分的強行規定」ない し 「中間的強行規

定」と解するわけである(IHi。しかし,そ のような議論の枠組み自体が合理

性を有するかどうか疑問である旨指摘 されているIlgl。このような疑問のあ
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る解釈によるのではなく,別 の構成を採っているものと考えるべきであろ

う。

最高裁調査官による解説によれば,以 下の3つ の構成がありうるとされ

る。①一般条項である民法90条 により自殺免責約款部分が無効となり,

商法680条1項1号 により保険金請求が否定される,② 約款の意思解 釈と

して,そ のような特段の事情がある場合までも免責 しないことを認めたも

のではなく,特 段の事情がある場合には商法の上記規定により免責となる,

③被保険者の自殺による死亡の場合,保 険金受取人は保険金請求権を有す

るが,具 体的事情により請求が権利濫用(民 法1条)と なり許されないし2%

このうち,③ の構成には,最 高裁が,当 該事案では自殺免責約款により

商法680条1項1号 の適用が排除される旨判示 していることとの整合性に

難がある。 この表現から素直に理解すれば,「特段の事情」が認め られる

場合は商法680条1項1号 の適用が排除されないということになろう。す

なわち,商 法680条1項1号 が適用されることにより,保 険者が免責され

るという結論が導かれるわけである。そうであれば,「権利濫用」を介在

させる余地はない。 もちろん,こ れは素直に読んだ場合の解釈であって,

この判示内容を 「特段の事情」が認められない通常の事案における法的構

成を示 したものと限定的に理解すれば,「特段の事情」が認め られる場合

では,保 険金受取人による保険金請求は権利濫用により許されないと構成

することも,論 理的には不可能ではない。

なお,判 旨を,② のような構成を採っているものと理解 した上で,約 款

規定中の文言にはそのような読み方をする手がか りはな く,判 旨が言う約

款規定の制定趣旨からもこの読み方が要請されるとみるのも困難である,

と批判する見解がある帥。約款の解釈論として,そ の妥当性に疑問を投げ

掛けるものと理解できよう。
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4-2.検 討

まず,② のような構成については,論 理的には可能か もしれないが,約

款の文言から大き く離れ,ご 都合主義的な解釈になっているようにも思わ

れる。批判されているように,保 険者側が内容を設定できる保険約款の解

釈論としては,相 当の疑問がある。

ただし,そ の解釈の根拠として,判 旨が 「特段の事情」を 「公序良俗に

違反するおそれがある」場合と表現 していることから,民 法90条 を持ち

出すことは可能であろう。すなわち,「特段の事情」がある場合 も保険金

を支払うような旨の約款規定は,民 法90条 に違反 し無効になって しまう

ので,無 効にならないよう,そ の部分は約款規定の効力の射程範囲外 とす

る,と いうように構成するのである。これを 「② の構成」と称すること

する。

判旨中の 「公序良俗に違反するおそれがある」という表現を,素 直に法

的構成に反映させれば,① の構成に至るであろうか。ただし,自 殺免責約

款の文言自体は同 じであっても,事 案の内容により,公 序良俗に反 し無効

となったり,な らなかったりする解釈は,困 難であるように思われる(Y・)iO

この構成を採るにせよ,「特段の事情」が認められる場面につき,そ れに

対応する自殺免責約款の一部分が部分的に無効となる,と 一律に解すべき

ではなかろうか。 これを 「① の構成」 と称することとする。 もっとも,

そのように解すると,②'の 構成 とほとんど違いはない。

③の構成については,論 理的には成り立ちうるものの,疑 問がある。権

利濫用で構成 した場合には,岡 山地裁判決の事案のように,被 保険者が他

人を道連れにしたところに公序に反 しうるほどの悪質性が見出せるが,権

利の行使者,す なわち保険金受取人には悪質性が見出せないような場面に

は,保 険金支払を否定 しうるのであろうか。③以外の構成であれば,否 定

しうる。それゆえ,③ の構成によると,こ の部分だけ保険金支払を否定 し

うる領域が狭 くなるように思われる。 しか し,そ もそ も,ど のような構成
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を採ろうが,「 特段の事情」が認め られるのは 「公序良俗に違反するおそ

れがある」場合であるがゆえに,そ の実質的な視点は 「公序良俗」に結実

するということに違いはないはずである。

それゆえ,最 高裁平成16年 判決の判旨は,①'の 構成または② の構成

を採 っていると理解することが最 も無理がないと考える。仮にそうである

とすると,法 的構成に関して判旨を批判することは困難ではなかろうか。

なぜなら,公 序良俗に反する場面まで約款規定の効力を認めることはでき

ない,と いう構図は否定 しがたいからである。当該事案において当事者が

求めているのが 「約款規定の効力」の問題であるため,そ の面に限って回

答す るのであれば,①'の 構成または②'の構成で答えざるを得ないように

も思われる。

現時点の私見としては,法 的構成につき,い まだ何らかの見解を有する

には至っていない。①'の構成または② の構成を採っているのであれば,

多数説の枠組みと論理的に整合 しうるので,最 高裁平成16年 判決の判旨

を,基 本的に支持 したい。

なお,法 的構城 に関しては,自 殺免責約款以外の法理に与える影響にも

留意すべきである。例えば,公 序良俗違反により保険契約が無効になる,

という構成は,下 級審レベルでは悪質な事案対策として一般的に援用され

ている〔'!:ii。最高裁の判断はまだ存在 しないため,法 理の一つ してと数える

ことにはまだ不確実な ところもあるがt'1…t,最高裁平成16年 判決の判示内

容は,こ の法理の内容にも影響 しうるであろうか(251。③の構成を採るとす

れば,権 利濫用といいうるケースにも影響を与えうるであろう。被保険者

の自殺に対峙するにあた り,援 用 しうる法理はバラエティに富んでいる。

判 旨は,そ の中で,ど のように位置づけられていくであろうか。その面で

も,今 後の裁判例の展開について注Llし てお くべきである。

ところで,「 保険契約は公序良俗に反 して無効である」と構成 した場合

に,保 険契約者および被保険者に悪意または重過失が認められれば,払 い
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込み済の保険料を返還 しな くて もよいが(商 法643条,683条1項),最 高

裁平成16年 判決のように 「商法680条1項1号 により保険者は免責 され

る」 と構成すると,積 立金を保険契約者に払い戻さなければならない(商

法680条2項)。 公序良俗に反するような事案では,保 険契約者にも被保

険者にも悪意が認められることが多いであろうから,一 般的な自殺免責規

定を用いることと比 して,積 立金が払い戻されないという 「制裁上を与え

ることができるのである[2%こ の視点か ら見た場合,③ の構成(権 利濫用)

を取 った場合,単 純に考えれば,請 求できる権利が制限されるのみである

から,保 険金受取人側に何 らかの形で金銭の払い戻 しはなされないことに

なりそうである。法的構成を検討する上で,一 考に値する視点である。

(18)山 ド友信 ・前掲注(5)東 京 高裁 判決判批18頁 では,岡 山地裁判決,11.1口地 裁

判 決お よび有力説を実定法 的 に基礎 づけ るとす れば,「 商法680条1項 各号の

法定 免責の立法趣 旨のなか には公序 良俗に反す る保険金 支払 は認 めるべきでは

ないとい う趣 旨が部分的 に含 まれてお り,そ の ような範囲 においては同号は絶

対的強 行規定であ るか ら約款 の規定 があ る場合で もや は り保険 者の免責が認め

られるこ とになる とい う解釈論」 に至 る旨を指摘す る。

(19)太 田晃詳 ・前掲注(3)最 高 裁平成16年 判決判解145頁 。同 旨,金 岡京 子 ・前

掲注(3〕最 高裁平成16年 判決判批70頁 。 また,三 宅新 ・前掲注(5)東 京高裁 判

決 判批191-192頁,竹 濱修 ・前掲注(3)最 高裁 平成16年 判決判批21頁 は,約

款規定 によ りL-1排 除 された商法680条1項1号 に戻 るのは変則で ある旨指摘

す る。 なお,従 来の有力説 は,「 部分 的強行規定」 ない し 「中間的強行規定」

の概念 を前提 と した解釈論 が展開 され ていたよ うに見受 け られ る(前 注(18}参

照)。 それ ゆえ,同 様の批 判が可能であ る。

(ZO1太 田晃詳 ・前掲 注(3)最 高裁平成16年 判決判解147頁 。

⑳ 中西正明 ・前掲 注(12}論文142頁 。

⑳ 商法680条1項1号 に関 す る指摘で あるが,太 田晃詳 ・前掲注(3)最 高裁平

成16年 判決判解145-146頁 は,「 被保険者の動機,目 的 とい う1:観 的 な事情 に

よって,強 行法規性が左右 されるとい う解 釈は採 りえない」 とす る。 同旨,三

宅 新 ・前掲 注(5}東 京高裁判決判批192頁 。
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⑳ 例 えば,大 阪地 判平成8年12月25日 判 夕956号182頁 参照。

⑳ 甘利公 人 ・前掲 注(3)最 高裁平成16年 判決判批111頁 は,「 保険契約 の締結

その ものが公序良俗違反 と して無効 となる判例法 が確 立 されてい るのであ るか

ら,あ えて ここで公序良 俗違反を もちだす必 要はない」 と最高裁 平成16年 判

決を批 判す る。 しか し,い くら下級審 で一般的 に用い られているか らといって,

最高裁がその傾向 に縛 られるとい う必 然性 は,少 な くとも理論的 には,存 在 し

ない。

125)吉 野慶 ・前掲注(17)判批14頁 は,自 殺免責約款以外の法理への影響可能性 を

指摘す る。な お,こ の論稿 によれば,実 際に,大 阪地裁平成17年11月4日 判

決(判 例 集未登載)は,最 高 裁平成16年 判決 の判旨を,公 序良 俗違 反の場合

に も拡張 して援用 して いるとの ことで ある。

(261こ の視 点は,2006年5月12口 に開催 された 「保 険事 例研究会」 において 中

西 正明教授か らご教示を受 けた。 この場を お借 りして厚 く御礼 申 しhげ たい。

第5章 「特段の事情」論

5-1.最 高裁平成16年 判決の判示内容

最高裁平成16年 判決は,「特段の事情」について,「 当該自殺に関 し犯

罪行為等が介在 し,当 該 自殺による死亡保険金の支払を認めることが公序

良俗に違反するおそれがあるなど」の場合とする。

「犯罪行為等が介在 し」 という表現につき,商 法680条1項1号 で犯罪

による死亡が保険者免責事山に挙げられているものの,一 般に保険約款で

はその場面を免責事由から外 していることとの関係が明確でないとの批判

もあるが1271,例示として挙げられたものと理解すべきであろうから,こ の

表現に拘泥するべきではない。ここでは,そ れに続 く 「公序良俗に違反す

るおそれ」が重要であって,「 特段の事情」の有無は,公 序良俗に反する

か否かが主たる指標となると理解 しうる。

なお,判 旨は,「特段の事情」の内容を判示するにあたり,「公序良俗に

違反するおそれ 『など』」 と記すなど,種 々の部分にて 「含み」を持たせ
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て い る。 この 「含 み 」 が あ る こ とを も って,判 旨は 曖 昧 で あ る と批 判 す る

見解 もあ る馳。 しか しなが ら,こ の よ うな批 判 は,的 を 射 て い な い と考 え

る。 確 か に,「 含 み 」 が あ れ ば,そ れ だ け,基 準 と して の 明 確 性 は 失 わ れ

る とは い え よ う。 しか し,そ の一 方 で,こ う した 「含 み 」 が あ る こ と に よ

り,柔 軟 な 対 応 が 可 能 とな る と い う利 点 が あ る。 したが って,「 曖 昧 」 で

あ る こ とを も って,直 ち に不 当 で あ る とは 評 し得 ず,そ の 内 容 につ いて,

妥 当性 を 実 質 的 に吟 味 しな け れ ば な らな い は ず で あ る。 また,も と もと,

この 「含 み 」 の 部分 は,相 当 に 限 定 的 で あ る。 例 え ば,自 殺 に関 し犯 罪 行

為 が 介 在 して も,直 ち に 「特 段 の 事情 」 に 該 当 す る と は いえ な い と い う趣

旨 は,明 確 で あ って,そ の 面 で 相 当 の 絞 りが か け られ て い る。 それ ゆえ,

「含 み 」 の領 域 は そ れ ほ ど広 くな い と理 解 で き る。 一 方 で,そ の 範 囲 内で

柔 軟 な 対応 が 可能 とな る と い うわ け で あ る か ら,「 含 み」 が あ る こ とを も っ

て,直 ち に 妥 当 で な い とは い え な い よ う に思 わ れ る。

この 一 般 論 の 上 で,判 旨 は,具 体 的 な 事 案 との 関 係 で,次 の 点 を指 摘 し

て い る。 す な わ ち,① 経 営 状 態 が 厳 しい状 態 に あ った こ と,か つ,② 多 数 ・

多額 の 生 命 保 険 契 約 の 存 在 に 加 え,③ 保 険 金 取 得 目的 の 自殺 で あ った と し

て も,「 特 段 の 事 情 」 が あ る と 判断 す る に は ト分 で な い とい うの で あ る。

こ う した 「特 段 の事 情 」 の 内 容 に対 して は,賛 成 の 見解 もあ るが1即,次

に掲 げ る よ う に種 々 の 批 判 が あ る。 止記 ③ の 保 険 金 取 得 日的 の 自殺 で あ る

だ けで 公 序 に反 す る:,°1,ヒ記 の 要 素 か ら事 案 を 総 合 的 に判 断 す れ ば,公 序

良 俗 に反 す る とい い うる 事 案 で あ る肺,判 旨で は重 視 され て い な いが,災

害 死 亡 保 険 金 を せ しめ るべ く事 故 を 装 って 自殺 した ケ ー スで あ り,こ れ は

公 序 良 俗 に 関 わ る事 情 で あ る と い うべ きで あ るCIErなどで あ る。 す な わ ち,

最 高 裁'F成16年 判 決 が示 した 内容 で は,「 特 段 の 事情 」 に該 当す べ き場 面

が 限定 され 過 ぎて い る,と い う批 判 で あ る。

た だ し,「 特 段 の 事情 」 の 内容 が どれ ほ ど限 定 的 で あ る か に つ いて は,

最 高 裁 が さ らに 審 理 を 尽 くさせ る た め原 審 に差 し戻 して い る点 に 注 意 す べ
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き で あ ろ う。 な ぜ な ら,も し,上 記 の 要素 だ けで は 「特 段 の 事情 」 に 全 く

該 当 しな い とい うの で あ れ ば,破 棄 白判 して い る と も考 え られ るか らで あ

る。 あ る いは,1.記 の 要素 に,何 らか の 要 素が 加 わ るだ け で 「特 段 の 事情 」

に 該 当 し う る とい う趣 旨が 含 意 され て い るの か も しれ な い 卿。

5-2.私 見の立場から見た 「特段の事情」

既に指摘 しているように,「特段の事情」が認められる場合に保険金支

払が否定 される法的な根拠は明らかでない。 しか し,最 高裁がそのような

法的構成を肯定 した以 」二,判例法理として実在することは否定できない。

そこで,法 的根拠の問題はひとまず置 くこととして,私 見の立場から 「特

段の事情」 としていかなる内容を有するべきかについて論 じておきたい。

「特段の事情」 も,自 殺免責約款による処理を例外的に覆すわけである

から,私 見の立場からすれば,自 殺免責約款以外の法理と同様に,自 殺免

責約款の意義 と抵触 しないような内容でなければならないものと考える。

その意味では,最 高裁平成16年 判決の判旨か ら窺える 「特段の事情」の

内容には,次 のような理由から,合 理性が見出せると考える。

まず,最 高裁平成16年 判決の判示内容を素直に読めば,「特段の事情」

は 「自殺に関する一連の行為の悪質性」が著 しい場合に限定されることに

なるから,k記 の要請に抵触 しない。

次に,最 高裁'F成16年 判決が重視 していない①経営状態が厳 しい状態

にあったこと,② 多数 ・多額の生命保険契約の存在の要素については,こ

れらが直接に公序に反する要素にな りうるとは思われない。生命保険の不

当な利用を防止ないしア防するためには,指 標として機能 しうるかもしれ

ないが,公 序の観点からは間接的に意味を有する事情にとどまろう。それ

ゆえ,自 殺免責約款の効力を否定すべき決定的な事由とはいえず,「 特段

の事情」の要素とはなりえないと考える(も っとも,そ ういった要素によ

り保険者が免責されるという法理を構築できるのであれば,自 殺免責約款
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とはまた別の領域を担 当するものとして棲み分けが可能であるかもしれな

い)。 また,③ 契約締結時の保険金取得目的を決定的な要素として理解す

べきではないことは,既 に述べた通りである(2-3を 参照)。

「特段の事情」の具体的内容は,事 案の積み重ねを待つことになろうが,

差 し当たり,先 例の事案が参考になると考える。まず,山 口地裁判決の事

案のように,「保険金受取人による被保険者故殺」が行われたものと評価

しうるケースである。 このような場合には,本 来,商 法680条1項2号 を

拡大解釈 して適用,あ るいは類推適用 して解決することの方が,直 戯的で

あろう。 しかし,そ のような拡大解釈,類 推適用は,確 立しているとは言

い難い。また,軽 々に行えば,保 険者 ・保険契約者間の利害状況を大きく

変質 しかねない危険性がある。それゆえ,次 善の策として,そ ういったケー

スを 「特段の事情」の一類型として位置づけ,解 決を図ることに意味があ

ると考える嚇。

次に,岡 山地裁判決の事案のように,被 保険者が著しく悪質な態様にて

自殺をするケースである。そのような行為は 「一般r'防 」的に防止すべき

といいうる。それゆえ,こ れも 「特段の事情」に該当する場面としてiめ

て も良いものと考える。ただし,「一般r防 」的に防ILす べきというだけ

で,直 ちに 「特段の事情」に該当するとはいいえないであろう。なぜなら

ば,前 述 したように遺族の生活保障などを優先 した政策判断が自殺免責条

項が存在する根底にあることからすれば,そ の行為を防止すべき社会的な

要請が,被 保険者と別人格である保険金受取人の利益をr回 る場合に,よ

うやく,「特段の事情」に該当するものと考えるべきだか らである。そ し

て,前 者の社会的要請と,後 者の利益は,容 易に比較できるものではない

から(と りわけ,前 者につき過大視される危険性は高いと思われる),現

実において 「特段の事情」に該当するのは,前 者が後者を客観的に,か つ,

明らかに上回ると評価できる場面に限定されるべきである。例えば,災 害

死亡保険金などを得る目的で事故死を偽装 した臼殺が決行されたとしても,
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単にそれのみであって,他 人を巻き添えにしたなどの悪質性が見出されな

ければ,「特段の事情」に該当するには足 りないものと考える静。

もちろん,全 てがこの二つのケースに当てはめられるとは限らない。今

後,新 しい類型が現れることもあり得よう。ただ し,そ うであったとして

も,「特段の事情」の該当性は,安 易に拡張されるべきものではない。

なお,最 高裁平成16年 判決が 「特段の事情」の該当性を否定 したこと

については,認 定された事実関係を前提にすれば,以 ドの理由から,賛 成

である。すなわち,ま ず,山 口地裁判決のように,「保険金受取人による

被保険者故殺」が行われたものと評価しうる事情は見出されない。それで

は,岡 山地裁判決のように,被 保険者が著 しく悪質な態様にて自殺をする

ケースといいうるか。確かに,多 数多額の保険を累積的に契約 していたこ

となど,モ ラルリスク防止の観点から歓迎せざる事情を複数見出すことが

でき,そ れ らを総合 して全体を傭鰍すると,正 常な状態ではないと怪 しむ

べき状況であるようにも思われる。 しか し,何 らかの悪質性の強い行為が

具体的に浮かびLが って くるわけではない'3%そ れゆえ,社 会的な要請が,

保険金受取人の利益を明らかにf二回るとは判断 しえない。 したがって,認

定された事実関係による限り,「特段の事情」には該当しないと考える。

あえて付言すれば,自 殺免責約款に,こ うした事案を適切に解決する機

能まで担わせるのは避けるべきだと考える。この事案では,多 数多額の保

険を累積的に契約 していたことが重要な問題の一つであるが,被 保険者の

自殺が関わっていな くとも,契 約の累積は問題にな りうる。この問題の本

質は,そ のように契約できて しまう状況にあるわけであるか ら,第 一に,

そうした状況に問題の焦点を合わせるべきである`171。自殺免責約款の解釈

により解決することは,い わば,た またま効 くか らといって,別 の疾患の

ための薬を用いることのようにも思われる。思わぬ 「副作用」が出かねず,

望ましい 「処方」 とはいいがたい。
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@の 中西IE明 ・前掲 注(3)最 高裁平成16年 判決判批310頁 。 なお,甘 利公 人 ・前

掲注(3)最 高裁平成16年 判決判批111頁 も,判 旨につき,犯 罪 行為が介在 して

も公序良俗違反 にな らない場合があ りうることにつき批 判す る。 しか し,そ の

批判の通 りであれば,犯 罪に よる死亡 を保険者免 責事由か ら外 してい る現実の

保険約款 も公序良 俗に反 してい るといわ ざるを得 ないのではなかろ うか。 した

が って,現 実 の実 務を承認す る以 ヒ,犯 罪行為 が介在 して も公序良俗違反 にな

らな い場合 があ りうることを承認せ ざるを得ない ようにも思われ る。

㈱ 例え ば,甘 利公 人 ・前掲 注(3)最 高裁平成16年 判決判批112頁 。

1291山 下友信 『保険法』468頁(有 斐閣,2005年)。

(30)甘 利公 人 ・前掲注(3)最 高裁平成16年 判決判批111頁 。

(3U甘 利公人 ・前掲注(3》最 高裁 平成16年 判決判批112頁,竹 濱修 ・前掲 注(3)

最高裁 平成16年 判決 判批20頁 。

(3a中 西正明 ・前掲注(3)最 高裁平成16年 判決判批312頁 以下。

(33笹 本幸祐 ・前掲 注(3)最 高裁平成16年 判決判批117頁 は,上 記② の 要素と公

序 との関連性をよ り詳細 に主張 していれ ば結論が変わ った可能性 があるとす る。

G① 最 高裁平成16年 判決の後,公 表 され た裁 判例 の中で,「特段 の事情」を認 め

た もの と して,東 京地判平成16年9月6日 判 夕1167号263頁 があ る。 この裁

判例 の事案で は,「 保険金受取 人に よる被保 険者故殺」 と同 レベ ルの悪質性が

あ った もの と評価 す ることが でき ると考 えるので,「 特段 の事情」 を認めた判

旨に賛成す る。広 瀬裕樹 「判批 」保険 事例研究会 レポー ト206号13頁 参照。

この 裁判例の 判例 研究 と しては,吉 野慶 ・前掲 注(m判 批1頁,甘 利公人 「判

批」 ジュ リス ト1330F-155頁(2007年)が ある。 なお,こ の うち後者の判例

研究で は,「本件 は,保 険金受取人の指定変 更の 問題 と して処理 すれば足 りた」

(158頁)と 指摘 されて いるが,疑 問で ある。 保険 金受 取 人の指 定変 更の問題

は,こ の裁判例 の事案において,た また ま保険金 支払 を否定 できる形式的な理

由 に過 ぎない。 したが って,そ の ように処理を して しま うと,こ の事案の利害

状況 に適合 した解決 にはな りえないのではなかろ うか。

(35)事 故死の偽装 がな された場合 には,不 法利得 目的がある として,保 険金支払

を否定す べき とす る見解があ る。例え ば,竹 濱修 ・前掲 注(3)最 高裁平成16年

判決 判批20頁 は,最 高裁 平成16年 判決 の事 案につ き次 のよ うに論ず る。 「原

審 のい う 『巨額 の保険金を取得 させ る目的』 が,事 故死を装 うことに より本来

請求で きな いはずの災害死亡保険金等 まで も得 させ る意図を含める意味 であ り,
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その 目的のために事故死偽装 の自殺が行 われた とすれば,そ れは不正な利得を

企図 した行為であ る。 これ を放 置すれ ば,自 殺をす る被保険者は事故死を偽装

する ことによ り何 ら損 は生 じないか ら,不 正請求への歯止めがな くな る。 この

よ うな不正 または不法 な利得 を 日的 とした行為は,公 序良俗 に反す るといえ よ

う。 ……その うえ,本 件 各保 険契約 は,集 中加入であ って保険金額 も保険料額

も理解 し難い異常 な もの である とい う事情 が加わ るときに,果 た して単純 な保

険金取得 目的の(不 法利得 目的のない)自 殺 といえ るか は相 当に疑問で ある。

保険契約が異常 に締結 され,そ れに基づきかか る不法な利得 目的の 自殺が行 わ

れた場合,こ れ は,公 序 良俗 に反 するおそれを生 じさせ る特段 の事情 に該 当す

るとい って よいように思 われる」。 中西正明 ・前掲注(12)論文146頁 も同旨であ

る。 しか しなが ら,こ うした見解 には疑問があ る。確か に,事 故死 を偽装す る

ことにつ き,被 保険者 には何 ら損は生 じないか ら,い ずれ にせ よ死 ぬのな ら少

しで も保険金額 を増 やす ように行動 しが ちであろ うと想像 はできるが,し か し,

利得 もな い。仮 に,そ うした場 合につ き保険金支払を否定す ることが歯止めと

して機能 した と して も,事 故の偽装を防止す るにとどま り,自 殺 自体 を思 いと

どまらせ る効 果まで有す るわけではない。 もとよ り,被 保険 者には,自 らの生

命を断ず るという何物 に も代え難い最悪の 「損」が生 じ,そ れ が自殺 に対す る

強い歯 止めとなっている。 少な くとも自殺免責約款の効力が 肯定 される前提 と

して は,そ のよ うな認識があるはずであ る。 自殺 という行為 自体 が有す る歯止

めの 前で は,事 故の偽装 を抑 止す るための 歯止めにいか ばか りの意味 があるの

か,疑 問 である。 また,現 実 に利得が崖ず るわ けで はない被保険者 が,支 払 わ

れ る保険 金が少 しで も多 くな るよ うに努め ることを公序良俗 に反 する と把握 す

るな らば,第6章 で も触 れてい るが(6-1参 照),他 人が被保険 者を死 に至 ら

しめる場合 で も同様に考えなければな らな い。筆 者には,こ の両者を合理 的に

峻別 しうる法 的根拠 を見出せない。それ ゆえ,い ず れ もそれのみでは公序良俗

に反す るとまでは評価 しえない ものと考え る。 この状 況で真の悪質で あるのは,

被保 険者の 自由意思 に より自殺をす ることではな く,最 終 的に保険金を受け取

る者が被 保険者を死に追いや ることで はないか。 そうであれば,そ れを直接の

対 象とす るべ きである。

(36)廿 利公人 ・前掲 注(3)最 高裁平成16年 判決 判批112頁 は,最 高裁平成16年

判決 の事案につ き,「 諸事情 を総 合的に判断す る と,本 件保険契 約は,公 序 良

俗違反 によ り無効 である と解 され る」 と論 じる。 しか し,諸 事情 を総合 したと
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きに,具 体的 に何 を もって公序良俗 に反す るといいうるのかについては,言 及

されてい るようには見受 け られ ない。

(3の 榊 素寛 「故殺 ・自殺 ・保 険事故 招致 免責の法的根拠」江頭憲治郎 先生還暦記

念 『企 業法の理論(一ド巻)」376頁 注(96)(有 斐閣,2007年)は,契 約の 著 しい

累積は,本 来,保 険者 の自衛 によ り対処 され るべ き問題で ある旨指摘 する。 笹

本幸祐 ・前掲注(3)最 高裁平 成16年 判決判批117頁 で も同様 の問題意 識が提 示

されている。

第6章 自殺免責期間を定める約款規定の効カ ー再論

以r_で 見てきたように,私 見は,最 高裁平成16年 判決の判旨が示す方

向性につき,基 本的に賛成である。 もちろん,ま だ議論を尽 くすべき部分

は残されているが,少 なくとも,こ の判旨から導かれるであろう具体的な

結論は,私 見の立場から肯定 しうる。それゆえ,私 見の立場は,多 数説よ

りも,「第三説」の立場の方が近いようにも思われる。

ただ し,最 高裁平成16年 判決の判旨からは,結 局のところ,最 初に示

した根源的な課題,す なわち,「被保険者の自殺にあたり,い かなる場合

に,い かなる根拠により,生 命保険金の支払は否定されるべきであろうか」

に対 しての回答を見出すことはできない。法的構成や法的根拠が示されて

いないからである。かつて示 した私見においても,こ の点について論 じ尽

くせたわけではない。そこで,近 時の裁判例および議論状況を踏まえたL

で,改 めて考察を試みることとしたい。以下では,こ の課題につき,ま ず

は理論面として,被 保険者の自殺につき保険金の支払を否定すべき根拠に

つき検討を試みる。次に,そ の現実面として,自 殺免責約款の 「誤作動」

につき考察することとする。

6-1.被 保険者の自殺につき保険金の支払を否定すべき根拠

自殺免責約款による処理は,商 法680条1項1号 が免責としている対象
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を 大 き く絞 り込 ん で い る。 被 保 険 者の 自殺 を保 険 者免 責 事 由 とす る根 拠 は,

公 序 良 俗 や信 義 則 な どが挙 げ られ る が,い ず れ にせ よ,絞 り込 ん だ だ け,

そ の実 質 的 内容 が よ り厳格 に 問 わ れ る こ とに な る。 す な わ ち,商 法680条

1項1号 は,「 安 全 策 」 を 採 り,被 保 険 者 の 自 殺 を 一 律 に免 責 事 由 と し,

公 序 良 俗 や 信 義 則 な どか らの 要請 を 確 実 に満 た そ う と した もの と考 え られ

るか ら,商 法 の 規 定 よ りも免 責 の 対 象 を 絞 り込 む こ と は,公 序 良 俗 や 信義

則 な どか らの 要請 の 限 界 を,よ り厳 格 に見 定 め る必 要が あ る こ と にな る。

公 序 良 俗 や 信 義 則 な ど は,い わ ば入 れ 物 で あ り,そ れ の み で は実 質 を 表 わ

す もので は な い。 そ れ ゆ え に,実 質 と して,被 保 険 者 の 自殺 を保 険 者 免 責

事 由 とす る こ と で達 成 さ れ る政 策 目標 は何 か,と い う こ と を追 及 す る必 要

が あ る㈱ 。

そ の政 策 目標 は,生 命 保 険契 約 の 不 当 利 用 の 防Lf:に尽 き る よ うに思 われ

るi;{!li。不 当 利 用 を 防 止す べ き とい う こ とは,も とよ り,被 保 険 者 の 自殺 の

場 面 に拘 わ らず,保 険 制 度 全 般 に お い て 重要 な 課 題 で あ る。 た だ し,政 策

目標 に つ き,単 に 「不 当 利 用 を 防 止す べ き」 こ とを 言及 す れ ば ト分 とい う

わ け で は な い 。 注 意 す べ き こ と は 一:点あ る。 第 一 に,不 当利 用 され る場 面

に つ き,各 当 事者 の 利 害 状 況 を 吟 味 し,正 確 に把 握 して お く必 要 が あ る。

第 二に,不 当利 用 に対 す る対 策 を強 化 す る と,現 実 にお い て そ れ が 「誤 作

動 」 し,問 題 の な い場 面で あ って も保 険 金 支払 が 否 定 され て しま う危 険 性

が 生 じか ね な い こ とで あ る。

この うち,第 二 の点 は,ま さに次 節 で 検 討す る課 題 で もあ るが,こ こで

少 々論 じて お き た い。 契 約L一定 め られ た場 面 に お い て保 険 金 を 支払 うと い

う こ とは,大 前提 で あ る。 そ れ ゆ え,不 当 利用 に 対 す る 対策 の 「誤 作 動 」

は,軽 々に 看過 す る こ とが 許 され な い,重 人 な 問題 の はず で あ る。 しか し,

こ の 「誤 作 動 」 の危 険 性 を小 さ く しよ う とす る と,現 実 に お いて は往 々 に

して,不 当利 用 の 対 策 と して は 甘 くな る。 つ ま り,対 策 の 厳 しさ と,「 誤

作 動 」 の危 険 性 の 大 き さは,現 実 問題 と して,両L`/.し が た い こ と も少 な く
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ない。被保険者のri殺 の場面でも,ま さにそうであろう。それゆえ,究 極

的には完壁を追及するとしても,現 実においては,こ の両者の間のバラン

スをいかに して取るかを考えることになる。すなわち,ど ちらをどれだけ

電視して,他 方の不f一分さにどれだけ口をつぶるか,で ある。

もちろん,不 当利用の対策 も軽視できない。 しか し,重 視するとしても

限界があるはずである。生命保険契約の分野の特質 として,人 の生死とい

う最重要に位置づけられるべき要素が関わっていることは,看 過できない。

しか し,だ からといって,本 稿にて問題となっている被保険者の自殺の場

面においては,質 的に絶対視できる要素とまではいいえないであろう。被

保険者の自殺について,保 険金を支払って も良い場合があり,質 的に絶対

視するのであれば,そ のような場合は観念できないはずだからである。そ

して,そ れゆえに,人 の生死が関係 しているということのみをもっては,

不当利用の対策を絶対視することもできないはずである。質的に絶対視で

きないとすれば,人 の生死 という最重要に位概づけられるべき要素が関わっ

ていることも含めて,量 的に重要度を比較考量してい くことになろう。 し

たがって,第 一の点として挙げた,不 当利川における利害状況の詳細を検

討することが必要となるのである。

その第一の点につき,被 保険者の自殺の場面にて強調 されるのは,保 険

契約が保険金取得目的で締結されることの防止であり,自 殺免責約款がま

さにそのために存在 していることは,既 に述べた通 り(2-1参 照)で あ

る。 しか し,確 かに軽視されるべきではないとは思われるが,被 保険者が

保険契約を締結するわけではないか ら,保 険契約締結時の目的と,被 保険

者の自殺が,論 理必然的に結びつ くわけではない。また,有 力説は,保 険

金取得目的での自殺を悪質視するわけであるが,自 殺する被保険者が保険

金を取得するわけではない。それゆえに,保 険契約が保険金取得 目的で締

結されることの防止や,保 険金取得目的での自殺の防止が,理 論L直 ちに,

被保険者の自殺を保険者免責事山とする実質的根拠になりうるわけではな
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いo

より詳細にそれぞれの利害状況を把握 しておこう。まず,保 険契約が保

険金取得 目的で締結されることについては,被 保険者は保険契約を締結す

る主体ではないが,被 保険者が保険契約者を兼ねる場合もあり,ま た,兼

ねない場合には原則 として被保険者の同意が必要となるから(商 法674条

1項),保 険契約者とは何 らかの関係があり,事 実上,契 約締結を主導 し

ていることも1一分ありうる。それゆえ,全 く考慮 しなくともよいことには

ならない。 しかし,被 保険者の関与が希薄である場面もありうるため,免

責事由とすべき根拠 としては一歩後退 して理解せざるを得ないであろう。

しかも,そ もそも,保 険契約が保険金取得日的で締結 されることは,決 定

的な要素であろうか。 どのような意図で契約を締結 していようが,実 行行

為に至らなければ,結 局のところ 「お誉め無 し」である。 もちろん,悪 質

な意図で契約を締結 している場合には,実 行行為に至る危険性は高いであ

ろう。 しかし,や や大胆に断 じれば,保 険契約が保険金取得目的で締結 さ

れることは,実 行行為に至る危険性が高いがゆえに予防的に防止すべきと,

あるいは,実 行行為の悪質さを推認するための指標となりうるといえるの

ではなかろうか。そうであるとすれば,理 論的には,真 に問題であるのは

その実行行為であって,契 約締結時の目的には,あ くまで副次的な位置づ

けが与えられるにとどまるといえよう。

一方で,保 険金取得目的での自殺は,そ の実行行為そのものではあるが,

被保険者自らが保険金を取得するわけではない。それゆえ,被 保険者の自

殺の文脈で,「 保険金取得」の目的を強調することは正確ではない。 もち

ろん,そ ういった場合は,保 険金受取人に保険金を取得させるべ く,そ れ

が動機となって意図的に保険事故を発生させるわけであるから,望 ましか

らざる場面であるとはいいうる。 しか し,そ の場面は,被 保険者に対 して

他人が凶行に及ぶ場合と峻別できるであろうか。例えば,被 保険者の妻に

一方的な思いを寄せている者が
,思 い込みから,保 険事故を招致すれば,
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生命保険金によりこの夫婦の借金がなくなり,思 いを寄せているこの妻が

幸せになるとの考えか ら,被 保険者への凶行に及んだ,と いう場合は,い

かに して考えるべきであろうか。生命保険契約の存在と,こ の凶行との問

に何らかの因果関係があることは否定できない。そうであれば,こ の場合

も,保 険金の支払を否定 して当事者に制裁を与えることによりそのような

凶行を防止すべきである,と 結論付けられるであろうか。むしろ,ま さに,

このような場合にこそ,「遺族の生活保障」を重視 し,保 険金の支払を肯

定すべきではなかろうか。

「保険金取得 日的がある」 という観点から見ると,他 人が凶行に及ぶ場

合と,被 保険者が自殺す る場合は,質 的に重大な相違 はないもの と考え

る(1°1。それゆえに,自 殺をする被保険者が保険金取得目的であることは,

決定的な要素と理解すべきではない。 もちろん,被 保険者が保険金取得の

目的を持たされる場合,つ まり,保 険金取得 目的で,被 保険者が自殺に追

いやられる場合は,看 過すべきではない。 しか し,こ の場合は,そ のよう

に追いやる行為その ものが決定的に悪質なわけであって,そ こを問題視す

べきである。実質的な利害状況 としては,多 くの場合,「 保険金受取人に

よる被保険者故殺」の場面と近似するであろうから,そ の観点から,問 題

を把握すべきである。

もう一点検討すべきとすれば,生 命保険の存在により,被 保険者を自殺

に駆 り立ててはな らない,と いう社会的な要請があるということであろう

か。確かに,生 命保険契約が,自 殺誘発の危険性を孕んでいることは否定

できないとも思われる。 しか し,被 保険者の自殺の場合には,自 身の死と

いう,ま さに何事にも代え難い最高度の重大な損害が生ずるのである。被

保険者のところで,い わば 「収支の辻褄が合わない」わけであるから,生

命保険契約の存在が主要な要因となって自殺がもたらされるということは,

およそ合理的な行動ではない。 自殺は,様 々な事情が複雑にからみ,実 行

されるのであろうが,主 要な要因は,経 済的な事情など,生 命保険契約の
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存 在 以 外 の もの に な る もの と考 え られ る。 結 果 的 に,生 命 保 険契 約 の 存 在

が 「最 後 の一 押 し」 を した,と い う こ とは あ り う るに せ よ,生 命 保 険 が な

けれ ば(あ る い は 免 責 事 由 で あ れ ば)自 殺 に は 至 らな か った,と い う構 図

が 必 然 的 に成 り 、γつ とは い い え な い。 した が って,白 殺 誘 発 の 危 険 性 を 決

定 的 な 要 素 と して理 解 す る こ とは妥 当 で は な いIII1。

た だ し,以1は あ くま で推 論 で あ り,科 学 的 に そ の よ うに結 論 付 け られ

る わ け で は な い。 「白殺 」 とい う現 象 を,単 に 「故意 に 自 ら を死 に 至 ら し

めた 」 とい うだ け で な く,生 理 的 に,医 学 的 に,社 会学 的 に,心 理 学 的 に,

いか な る行 動 と位 置 づ け られ る の か,よ り多 方 面 か ら検 討 す る必 要 が あ ろ

う肋 。 しか し,現 時 点 で確 定 で き な い と い う一 事 を も って,白 殺 誘 発 の 危

険 性 を 決 定ri勺な 要 素 と把 握 す る こ と は,や は り妥 当 で は な い。2006年 に 制

定 され た 「rl殺対 策 基 本 法 」 で は,臼 殺 は 多様 か つ 複 合 的 な原 因 お よ び背

景 を 有 す る もの との 考え に基 づ い て い る こ と か ら して も(同 法2条 参照),

単純 に結 論 づ け る こ と は避 け るべ き で あ る"1。

以 ヒの 検 討 か らす れ ば,被 保 険 者 の 自殺 と い う 行為 そ の もの か らは,決

定 的 に悪 質 な 利 害 状 況 は 見 出せ ず,そ れ ゆ え に,実 質 と して,生 命保 険 契

約 の 不 当 利 用 の 防 止 に 関 して 目指 す べ き 政 策 日標 も見 出 せ な い嚇 。 「保 険

契 約 が 保 険 金 取 得 目的 で 締 結 され る こ と の防IL」 は 考慮 す べ き 要 素 で は あ

ろ うが,そ れ も副 次 的 な もの に と ど ま り,決 定 的 な 要 素 と ま で は い い え な

い で あ ろ う。

結 局 の と こ ろ,被 保 険 者 の 自殺 の 場 面 に お いて 残 る の は,「 特 段 の 事 情 」

の 内 容 と して 掲 げ た よ う な場 面(5-2参 照),す な わ ち,「 保 険 金 受 取 人

に よ る被 保 険 者故 殺 」 が 行 われ た もの と評 価 しう る ケ ー ス,お よ び,被 保

険 者 が 著 し く悪 質 な 態 様 にて 自殺 を す る ケ ー スを 防iLし な けれ ば な らな い

とい う要 請 で あ ろ う。 こ うい った 悪 質 な ケー スを 防il:す る こ と は,決 定 的

な 要 素 と して理 解 す る こ とが で き る。 しか し,そ れ は,従 来の 議 論 にお い

て,被 保 険 者 のrl殺 に つ き重 視 され て きた 要 素 に は 含 まれ て い な か った。
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すなわち,自 殺免責に関する規定以外の法理により処理されるべき対象で

あり,本 来,自 殺免責約款の守備範囲に含まれていないものと考えられる。

そのケースの悪質性に応 じた法理により処理 される方が,事 案適合的な解

決が図れるはずである。

したがって,被 保険者の自殺を保険者免責事由とすることで達成される

政策LI標 は,保 険金取得目的での保険契約締結の防止,「 特段の事情」の

内容として掲げたような場面の防lhで ある,と いえる。 このうち,前 者は,

量的にそれほど重要な要請 とまではいえず,自 殺免責約款に基づ く免責期

間による処理で効果的に対処できるのであるから,そ れで ト分であると考

える。一方で,後 者は,か なり重要な要請ではあるが,自 殺免責約款以外

の法理に基づいて処理 されるべき対象である。

私見 としては,「被保険者の自殺にあた り,い かなる場合に,い かなる

根拠により,生 命保険金の支払は否定されるべきであろうか」という課題

に対 して,理 論的には,以hの ように回答すべきと考える。

6-2.自 殺免責約款の 「誤作動」

被保険者の自殺につき保険金の支払を否定すべき根拠につき,理 論的に

は一定の結論が導けたとして,し か し,そ れで もまだ検討すべき現実的な

課題は存在する。それは,自 殺免責約款の 「誤作動」とその政策 目標との

バランスをいかにして取 るべきか,で ある。

一般に,あ る法理に 「誤作動」が生 じうることはしばしばあるように思

われる。例えば,保 険金取得目的が公序良俗に反するなどと論じられるこ

とが多いのは,前 掲の各裁判例のような悪質なケースにおける兆候と把握

しうるからであろう。それは有用な兆候であるかもしれないが,し か し,

既に検討 したように,本 質ではない。それゆえ,悪 質なケースの対策を重

視す る余り,保 険金取得目的の白殺だからといって保険金支払を否定すれ

ば,本 質的には悪質ではないケースにおいて 「誤作動」 して しまう危険性
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が否定できない。この 「誤作動」は,軽 々に 「やむを得ない」と結論付け

られるものでは決 してない。正 しく保険料を納め,正 当に保険金を請求 し

うる者に対 し,支 払を否定するわけであるか ら,保 険制度全体を不確定な

らしめる重大な事柄である。この 「誤作動」は,悪 質なケースを見逃すこ

とに匹敵するほどの重大事として受け止められなければならない。それゆ

え,対 象とすべき悪質なケースの 「本質」をより追求 し,「誤作動」の生

ずる範囲をより狭めるべ く,法 理を整理 しなければならない。

自殺免責約款の効力に関する有力説は,保 険金を不正に請求 しようとす

る悪質なケースを排除するために,「保険金取得をi三たる目的とした自殺」

を指標とすべきと想定 しているように思われる。 しか し,「保険金取得を

主たる目的とした自殺」であると立証できるような事案は,少 なくともこ

れまでの裁判例をみる限り,相 当悪質な事情が浮かびr_が ってくるような

ケースである。 したがって,そ の悪質性を捉 らえれば,有 力説が懸念する

ようなケースはt分 に排除 しうると考える。かえって,「 保険金取得を1三

たる口的とした自殺」を指標 としてしまうと,既 に多く指摘 されているよ

うに,保 険金の支払を否定すべきほどの悪質性を見出せない場合であって

も,保 険者免責を肯定 しかねないことになる聯。それゆえ,有 力説による

処理は,保 険契約者側に酷な結論を導 くように 「誤作動」 しかねず,現 実

的にそれは杞憂に終わるものではないと考える11㌔

一方で,自 殺免責約款その ものにも,「誤作動」はありうる。 この点は

従来ほとん ど注視 されてこなかったようにも思われる。 しかし,こ の 「誤

作動」には,看 過すべきではない問題が含まれていると考える。

白殺免責約款の 「誤作動」 とは,免 責期間中にrl殺 がなされた場合,保

険者免責とすべきような事情が全く見出せないケースであったとしても,

保険金の支払が否定されることである。これまでは,免 責期間が1年 と短

かったため,こ の 「誤作動」が生ずる"∫能性が小さく,意 識する必要性は

ほとんどなかったと思われる。また,現 実に問題が見出せないケースは,
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典型的には,精 神的な疾患が原因と認められ,任 意性が認められないがゆ

えに 「f`1殺」 には該当しないとして保険金支払を肯定するように処理でき

たのではないかとも思われる。 しか し,近 時は,前 掲の各裁判例のような

悪質な事案が続いたことを受けて,免 責期間は伸長 され,3年 と設定する

約款が多数を占めるようになってきた。そのため,自 殺免責約款の 「誤作

動」が現実に顕在化す る危険性につき意識せざるを得ない状況にあると考

える。

この 「誤作動」につき,「 やむを得ない」 と割 り切らないとすれば,保

険金受取人側が 「保険者免責とすべきような事情が全く見出せないケース」

であることの立証に成功 した場合に,保 険金支払を認めるべきことになる。

しかし,そ うであれば,自 殺免責約款の存在意義はほとん どなくなる。rl

殺免責約款の存在意義を認めるのであれば,「誤作動」 につき 「やむを得

ない」と割 り切るしかない。ただ し,そ のためには,自 殺免責約款により

達成される政策 目標が重要なものであり,そ れとのバランスを測った結果,

割 り切らざるを得ない,と 説明する必要があるはずである仰。

おそ らく,「割り切 らなくとも良い」 という見解は,存 在 しないのでは

ないか。そう考えるのは,以 ヒの構図に,極 めて近似する議論がなされて

いたからである。それは,多 数説の論者か らしばしば有力説に対してなさ

れてきた次のような批判である。すなわち,有 力説は,自 殺免責約款を推

定規定 としての効力を有するものとして理解するが,そ うであれば,免 責

期間内の自殺について,保 険金取得の意図がないことが立証されれば,保

険者は免責されないということになるのではないか蜘。 この批判に対 して

は,有 力説の論者か ら,次 のような反論がなされている。すなわち,有 力

説は,保 険金取得 目的での自殺の場合には保険金請求権を認めるべきでな

いとするのみであって,そ うでない場合には保険金が支払われるべきとま

で含意するものではなく,元 来何を免責II]と するかは保険者のrl由 であ

るから,約 款によって,契 約締結時か ら一定期間内の自殺を一一律に免責と
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することには支障がない,と1三 張されるqgl。なるほど,こ の反論は,形 式

論理の面では整っていると思われる。 しか し,約 款規定を,作 成者である

保険者側に有利になるように解釈 しており,実 質論としてはその合理性に

疑問がある。そのためか,有 力説に立つ論者からこの反論をさらに補強 し

ようとする見解は,少 な くとも筆者が知る限 り,見 受けられていない。

しかし,多 数説が有力説に対 して持ち出す上記の批判は,多 数説の側に

とって も,決 して 「対岸の火`}剰ではない。すなわち,多 数説の見解に則っ

たとして も,「誤作動」と,r1殺 免責約款により達成される政策Il標 とで

バランスが取れなければ,「 やむを得ない」 と割 り切ることに合理性が見

出せない場合もありうるわけである。

既に述べたように,多 数説を採る論者も,免 責期間経過後の自殺につき,

常に保険金を支払うべきとは考えていない。保険金支払をする旨の一般的

な規定の解釈として,一 定の場合には保険金支払が否定される。この 「一

定の場合」 とは,論 者により異なるが,例 えば,「保険契約者(兼 被保険

者)が 白殺により保険金受取人に保険金を取得させる意図で保険契約を締

結 した場合には,そ の保険契約は公序良俗に反 し無効である」 と論じられ

ることがある15%し かし,自 殺免責約款の存在意義は,保 険金取得11的 で

保険契約を締結することの防iLに あったはずであるから,そ のような類型

での公序良俗違反が認められるとすれば,免 責期間内に被保険者が自殺 し,

契約締結時に保険金取得の意図がなかったことが証明された場合に,保 険

者が免責されるという結論を合理的に導けるであろうか。また,自 殺免責

約款の存在意義はいかなるところに見出すべきことになろうか。

自殺免責約款により達成されているはずの政策1」標を,蒸 し返 して しま

えば,「 誤作動」 とのバランスが取れな くなるはずである。 したがって,

免責期間経過後のFl殺 についても保険金支払の否定すべき場面があ りうる

ことを認める場合,そ れを導 く法的根拠によっては,自 殺免責約款の存在

意義を失わせてしまう危険性があると考える。
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こ の 危 険 性 は,「 二記 の よ う な 見 解 だ け が 孕 む もの で は な い。 例 え ば,

「免 責 期 間 経 過 後 に保 険 金取 得 目的 で 自殺 した場 合 に,保 険 金 の 支 払 を 否

定 した けれ ば,そ れ を免 責 事 由 とす るよ う約 款 に明 記 す れ ば よ い」 旨が 論

じられ る こ とが あ る1511。確 か に そ の よ うな約 定 が 有 効 で あ る こ と 白体 につ

い て は 異 論 は な い 。 しか し,そ の よ うな約 定 を 入 れ れ ば,や は り,自 殺 免

責約 款 に よ り達 成 され て い る はず の政 策 目標 を,蒸 し返 す こ と とな る。 そ

の よ う に論 じる 論 者 の 中 か ら も,「 そ の 場 合 は 同 時 に期 間 内 の 被 保 険 者 側

か ら免 責 を 争 う可 能 性 を 認 め ね ば不 公 平 で あ る」i52〕と指 摘 され て い る と こ

ろ で あ る。

同様 の こ とは,約 款 一E_の問 題 に と ど ま らな い。 か つ て検 討 した 際 に既 に

指 摘 した こ と で あ るが(53i,生 命 保 険 法 制研 究 会 が1998年 に 発 表 した ノk命

保 険 契 約 法 改 正 試 案 で は,被 保 険 者 の 自殺 につ き 免 責 期 間(2年)を 定 め

る規 定 が 置 か れ つ つ(改 正 試 案680条1項1号),同 時 に,不 法 に 保 険 金

を 取 得 す る 目的 を もっ て締 結 さ れ た 保 険契 約 は 無 効 とす る 旨の 規 定 も設 け

られ て い る(改 正 試 案673条 の2)1511。 改ll三試 案 は,2002年 に修 正 版1551が,

2005年 に 確 定 版66[が 発 表 さ れ て い る が,本 稿 で 扱 って い る 部 分 につ い て

は,特 段 の 相違 は な い。 この 改 正試 案673条 の2は,従 来 の 公序 良 俗 違 反

や 詐 欺 の 法 理 が適 用 され る場 面 に対 応 す るた め に設 け られ た もの で あ る騨 。

しか し,そ の よ うに理 解 す る と,改 正 試 案680条1項1号 に よ り達 成 され

て い るは ず の政 策 目標 が,蒸 し返 され て しま って い るの で は な い だ ろ うか。

そ うで あれ ば,こ の 二つ の 規定 の 関 係 を 整 合性 を も って 理 解 す る こ と はか

な りの 難 題 と な る。 改 正試 案673条 の2が 優 先 す る と理 解 す れ ば,改 正試

案680条1項1号 の 存 在 意 義 は 失 わ れ る。 一 方 で,改 正 試 案680条1項1

号は 任 意 規 定,改 正試 案673条 の2は 強 行 規 定 で あ る た め(改 正試 案683

条 参 照),被 保 険 者 の 自殺 の 場 面 に 関 して は,改 正 試 案680条1項1号 が

優 先 す る と解 釈 す る こ と は難 しい よ うに も思 わ れ る。

自殺 免 責 約 款 の 「誤 作 動 」 につ い て 問題 とな って い るの は,形 式 論 理 で
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はない。実質論 として一貫しているか,と いうことである。そして,こ の

ことは,筆 者が初めて指摘 したことではない。既に,山 口地裁判決の判例

研究において,「 公序良俗違反,詐 欺 といったアプローチでは,加 入者側

の動機 ・口的を問題 とせざるを得ず,内 心の意思の証明が困難であるがゆ

えに不可争約款が設けられたものとみる多数説の基本枠組からはかかるア

プローチは背理であるように思われる」15Hiとの指摘がなされていた。 この

指摘が意味するところは,免 責期間による処理を持ち出す限り,失 念され

てはならないと考える。

自殺免責約款の存在意義を認める限り,「誤作動」 とのバランスの関係

では,免 責期間経過後のrl殺 につき保険金の支払を否定するのであれば,

私見が示 した通 り,「 自殺免責約款 と棲み分けられる法理」によるほかは

ない。そしてこのことは,改 正試案について論じた通 り,法 規の解釈にお

いても妥当すると考えるべきである。

㈱ 榊 素寛 ・前掲 注Gり 論 文348頁 以 ドで は,被 保険 者が白殺 した場面 につ き,

保険契 約 と被保険者 との関 与が認 められ る場 合には信義 則違反 が,被 保険者が

保険金受取人を兼ねて いる場 合には定 型的に権 利濫 用が保険者免責の根拠 とな

り,ま た,一 般 にお いて 「保険契約 の不 当な口的への利 用の防止」が保険者免

責の根拠 とな りうると指摘す る。 もっ とも,い ずれ も,強 行法的に読み込 まれ

るものではない と論 じられて いる。 この論稿 では 「弱 い公序」 との用語が用い

られ,従 来,「 公序」 な どの 名の下に論 じられて きた対象に強弱 を付 けて,詳

細な整理が なされ ている。筆 者のアプ ローチ とは異な るが,精 緻な分析に基づ

いた検討が なされ てお り,細 かな解 釈論 な どで若干の疑問はあ るものの,全 体

と して は至極 正当な指摘 がなされてい ると考え る。 なお,私 見と解釈論で相違

があ るの は,信 義則が認め られ る場 面についてで ある。同論 文の349頁 以 ドで

は,次 の ように論 じられ ている。被 保険者が保険契 約者で も保険金受 取人で も

ない場合 につ き,被 保険 者は,契 約 の成 立要件 として契 約 臼体に同意す る立場

にあ ることか ら(商 法674条1項 本文参照),「 制度的に契約 の存在を知 る立場

にあ りこれを認容す ることが 要求 され る地位 を与え られている。 そ うであ るな
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らば,被 保険者は,契 約 が有効であ る限 り,自 己の生命 の消長によ り保険 者が

保 険金を支払 うことを知 りか つ これを認容す る立場 にあ り,契 約 当事者であ る

保険契約者 と同様 に保険 会社 に対 す る信義 則を負 うもの ということができ,そ

の ことが制度的に も担保 され ている もの と理解す ることがで きる」 と論 じる。

しか し,被 保険者の同意 は,確 かに重要な要件ではあ るが,そ の同意 を通 じて

も,被 保険者 は,保 険契約 に積極 的に関与す るわけではない。 また,一 般 に,

同意 の撤回 ば原則 と して認 め られて いないため(111下 友 信 ・前掲 注 ⑳ 書271

頁参照),保 険契 約の締結 後は,被 保 険者 は保険契 約に基本的 に関与で きない

こととなっている。 それ ゆえ,被 保険 者の同意に,以 上の ようなまでの意味 を

持たせ,信 義則 を負わせ る根拠 とす ることは,困 難であ るようにに思われ る。

ただ し,こ の論稿 では,被 保険者が保険契約 者で も保険金受取人で もない場 合

に信義則を負 う ものの,そ れ はそれ ほど強 い要請ではな く,強 行法規 と して の

性格を帯 びる もので はない と結 論づけ る(同 論文356頁)。 形式論理 と して は

信義則の存在を認 めるこ とがで きるものの,実 質 的にはそれほ ど意味が あるわ

けではない,と いう趣 旨であ って,そ こに議論 の重点 がある もの と理解す る。

そ うであれば,取 り,'r.てて異論 はない。

(39)保 険金受取人 による被保 険者故殺の場面で は,保 険 金受取 人に保険金取得 目

的が窺え な くと も,保 険者 は免責 され るとい うのが 判例で ある(最 判昭 和42

年1月31日 民集21巻1号77頁)。 ここでは,殺 人 を犯 した ものが利益を得 る

ことに対す る社会的非難が重視 されてい ると考え られ る(よ り詳細な議論につ

いては榊 素寛 ・前掲注Gの 論文339頁 以 ド参照)。 そ うす ると,生 命保険契 約全

体 において,本 文中で論 じたように 「不当利用の防止 に尽 きる」 と言い切る こ

とは難 しいよ うに思 われ る。 ただ し,こ の最高裁昭和42年1月31口 判決 は,

無理心 中の事案 であ り,結 局の ところ,保 険金を利得 しない 「保険 金受取 人」

による被保険 者故殺 の ケー スで あるか ら,そ れで も免責を認めた結論 には,若

Tの 違和感を 有 してい る。 これ らの点 まで含めた考察については他 日に期 した

い。

1401他 人が 凶行 に及 ぷ場合 と被保険者 が自殺 する場 合を区別す るとすれ ば,実 際

L,被 保険 者は保険契約の存在を熟知 してお り,保 険契約者の地位 も兼ね てい

ることが少 な くないであろ うか ら,被 保険 者の 自殺の方が,発 生の危険度 が高

い ということであろ うか。ただ し,こ れ は量的な違 いであ り,直 ちに質的 な違

い に結 びつ くわけではない。発生の危険度 が高い とい うことは,生 命保険契約

一41一



が 自殺を誘発する危 険性 があるとい うことにつながるが,こ の ことについては,

本 文中 にて後述す る通 りである。

(41)同 旨,太111晃 詳 ・前掲YL131最 高裁 平成16年 判決判解146頁,お よび153頁

(注16),榊 素寛 ・前掲注6甑 論文355頁 参照。

(4al1」 ド典 孝 ・前掲 注(6》論 文611頁 以Fで は,精 神病 と自殺 の関係を 考察 して

お り,多 面的に検討する貴 亟な試みである。

(姻1`1殺 対策基本法 について は,武 蔵誠憲 「1'1殺対策基本法」 ジュ リス ト1322

号96頁(2006年)参 照。

14N榊 素寛 ・前掲注(371論文352-353頁 は,「 保険契約の不 当な目的 への利川の防

止」 につ き,「 そ こで想定 されて いる議 論の実質は,自 殺 目的の保険 加人(な

い し立場によ って は契約締結 後の白殺)と い う保険制度の不 当な川い 方によ り

保険 者が保険 金の 支払を 要求 され,場 合によ ってはその ことが保険制度に悪影

響を及ぽす ことで あると思 われる。 ……その実質は通 常の意味での公序良俗 よ

りは弱 く,反 社会性 を伴 わない もので保険者を保護す ることが第 一義の概念 と

して用い られて いる ものである。」 と看破す る。 それゆえ に,「 どの ような約定

を設 けることで このような不1利 川を排除で きると考え,約 款を作成す るか は

保険 者が決 めることであ り,商 法典はデ フォル ト・ルー ルと して 全期閻 免責を

定めて いるにせ よ,こ れを改め ることは 自山で あると考え る」 と結論づ ける。

な お,同 論 文375頁 注(9Dも 参照。

(95)洲 崎博 ・前掲 注(5》山口地 裁判決判批108頁 は 「保険加 入後に保険金取得1]

的 での 白殺の意図が生 じた とい う…… ケー スにつ いては,生 命保 険が本来の制

度趣 旨に反す る形で利用 されて いることは否定 できない ものの,た とえば1・数

年 も保険に加人 したあ とでf`1殺した場合 に も,白 殺時の 目的 ・動 機のみを11的

として保険 者免責す ることにはやや躊躇 を覚 える」 と指摘 する。 中西II三明 「山

目地裁判決 判批[追 加 説明]」 文研 保険事例研究 会 レポー ト157号8頁(2000

年),三 宅 新 ・前掲注(51東 京高 裁判決判批192頁,竹 濱修 ・前掲注(3}最 高裁

,{成16年 判決判批19頁 もこの点を指摘す る

146)同 旨,lll野 嘉朗 ・前掲注(5)東 京 高裁判決判批202頁 。

1471勝 野義 孝 『生命保険契約 にお ける信義 誠実の原則 消費 者契約 法の観点

を とお して 一 』496頁(文 眞堂,2002年)は,rl殺 免 責約款 を不11r∫}条項 と

解す る多数説につ き,「 保険 者が被 保険者 にかか る保 険金取得 目的の存す るこ

とにつ き証明す ることが極 めて困難である ことにつ き,一 定期間内であれば被
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保険者に この 目的の存す ることが事実 ヒ推 定 され るだけではな く実質的 剤 故し

規定(反 証 して も翻 らない)と い う極 めて強力な規定 と して作用す ることを約

定 で定 めた こととの バラ ンスで,仮 に被保険者が保険金取得を唯一・または1三要

な 目的であ ることが証明 しうるとい う場 合で も,そ の こと自体 主張 しえ ないと

い う認識を保険者 は有 していた といえる し,そ のバ ランスが衡 平と認 め られ る

か らこそ,こ の 見解が今 日まで通 説的に認め られて きた もの と考え られ る」と

論ずる。 さらに,同 書530-531頁 で は,自 殺免責の期間を延長す ることにつき,

「免責期間 を延長 したこ とに よ り,免 責期間 内の 自殺 につ いては如何な る理 由

であれ保険 者は免責 され,そ の期間経 過後の 自殺について は,逆 に如何 なる理

由であれ保険 者は有責 として扱 うとい う考え方……の故 に,免 責期 間延長に合

理 性が認め られ ると思 われる点に対 しては,こ れ まで以1.に 理 由づ けを付する

必 要があ るのではな いか と考 え られ る」 と指摘す る。

(4a甘 利公人 「山11地 裁 判決判批」 損害保 険研究61巻4号164頁(2000年),

竹浜修 ・前掲注(5)論 文な ど。

(49)笹 本幸祐 ・前掲注(6》論文(つ98頁 。

150)中 西正明 ・前掲注 〔12)論文147頁 。 さらに,「 保険契約 者(兼 被保 険者)が 自

殺に よる保険 金取得 の意 図を もって保険契約を締結す る場 合において,そ の意

図であ ることを保険 者に告げなか った ときは,詐 欺 による保険契約 の締結 にあ

た る」 とし,保 険 者は,民 法96条 に よる保 険契 約の取消 または約款規定 によ

る保険契約の無効 を セ張 できる とす る(同 論文148頁)。 一 方で,「 被保険 者が

保険契約締結時 には白殺による保険金取得の意図が な く,契 約締結 後,白 殺免

責期間の経過後 に白殺す る場 合には,被 保険 者に保険 金取得 目的があ って も,

その契約 が 公序良俗 に反 し無効 となる ことはない」 とも論 じられ る(同 論文

147頁)。 保 険契約締結時の意 図を決定的な要素 と考える見解であ る。 しか し,

その ように考え ると,自 殺免責約 款の存在意義 と真っ向か ら抵触 して しま うの

ではなか ろうか。

(511111本豊 ・前掲注{5)山 口地 裁判決判批111頁,t『 利 公人 ・前掲 注(3)最 高裁 平

成16年 判決判批113頁,河hE:「 最 高裁平成16年 判決判解」法 学教室294

-,,;別冊 『判例 セ レク ト2004』17頁(2005年)
,山 野嘉朗 ・前掲 注(5)東 京高裁

判 決判批202亘,大 澤 康孝 「VIII地 裁判 決判批 」 ジュ リス ト1231号188頁

(2002年),勝 野義 孝 ・前掲注(⑳ 書536頁 。

(5D河 ヒ正 二・前掲 注(51)最高裁 平成16年 判決判解17頁 。 なお,山 本 豊 ・前掲
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注(5)山 口地 裁判決判批111頁 も,「免責期聞経過後 で も保険 金取得f1的 の 自殺

の場合 は例外的に免責 される旨を定 める場合,逆 に 自殺免 責期間内であ って も,

保険 金受取 人か ら保険金取得 目的でない ことの証明 があれば保険 金を支払 う旨

を定 めるべきではないか も検討に値 しよ う」 とする。

{53広 瀬裕 樹 ・前掲 注q)論 文179頁 。

1541改iC試 案680条1項1号 につ いて は,生 命保険法 制研 究会 『'k命保険契約 法

改 正試案 傷害保険契 約法改正 試案 疾病 保険契約法 改 正試案(1998年 版)

理11{書』116頁(1998年,生 命保 険協会),改 正試案673条 の2に ついて は,

同書45頁 参照。

1557生 命保険法制研究会(第 二次)『 生命保 険契約 法改!E試 案(2002年 修 正版)

理 由書』45頁 および116頁(2002年,生 命保険協会)。

1561生 命保険法制 研究会(第 二次)『 生 命保険契約法改 正試案 疾病保険契約 法

試案(2005年 確定 版)理 由書』41頁 および117頁(2005年,生 命保険協会)。

(5物 中西 正明r生 命保 険契 約法改正試案(1998年 版)の 解説 一 試案673条 か

ら673条 の4ま で 」生命保険協会会報261号4頁 以 ド(1999年)参 照。

(581洲 崎博 ・前掲 注 〔5)山口地 裁判決判批108頁 。

第7章 結 び に

本稿での考察によれば,結 局のところ,前 稿にて示 した私見を,改 めて

確認することとなった。すなわち,保 険金取得目的での保険契約締結の防

止は,自 殺免責約款によって効果的に達成されるか ら,自 殺免責約款は,

文字通 りの効力のものとして肯定 しうる。一方で,悪 質なケースについて

は,自 殺にまつわる一連の行為の悪質性に着目して 「白殺免責約款と棲み

分けられる法理」により処理すべきである。そうでなければ,自 殺免責約

款の存在意義を疑わせることになる。もし,自 殺免責約款の存在意義が疑

われるような事態になれば,自 殺免責約款が 「誤作動」 しうること,す な

わち,免 責期間内の白殺については,保 険者免責とすべきような事情が見

出せないケースであっても保険者は免責されて しまうことが,看 過 しがた
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い問題として浮r_す る。この 「誤作動」につき看過 しないとすると,免 責

期間内であろうがなかろうが,結 局は,問 題があるケースか否かを実質的

に吟味 しなければな らないことになる。そうなれば,自 殺免責約款には,

せいぜい,免 責期間内か経過後かで 立証責任が転換 しうる(免 責期間内で

あれば,保 険者免責とすべきような事情が見出せないことの立証責任を保

険金受取人側が負い,免 責期間経過後であれば,保 険者免責とすべきよう

な事情が見出せることの立証責任を保険者側が負う)と いう意味 しか認め

られない。 しか し,こ の立証責任の転換の効果は,自 殺免責の文言か らも,

趣旨からも大き く乖離 している。すなわち,自 殺免責約款の存在意義は,

ほとんどないことになる。

被保険者の自殺の場面が厄介なのは,被 保険者の主観的意図および「1殺

行為そのものからは,直 接に保険金支払を否定すべき根拠を見出せないこ

とにあると考える。被保険者が自殺する場合には,保 険金取得日的で保険

契約が締結されていることや,保 険金受取人が自殺を セ導 していることな

どの悪質な事情を,あ くまで間接的に推認しうることがある,と いう程度

である。そういった問題を,被 保険者の自殺の問題 として処理することは,

1:T=く機能すれば巧みな処理といえるのかもしれない。 しか し,副 次的な

効果に期待 しているに過ぎず,無 理がある。そうした処理には歪みも出る。

やはり,ま ず第一に,そ の悪質な事情を直接に対象とする法理によって処

理 されるべきであり,そ の方が事案適合的な解決を図ることができるはず

である。そのために,対1時 すべき悪質な事情については,当 事者の利害状

況を詳細かつ正確に把握 しておかなければな らない。

以iの 議論は,免 責期間による処理が,法 定された場合でも1司様に妥当

する。現在,法 制審議会保険法部会にて,「 保険法の現代化」が進められ

ている。新しい法制度について,立 法段階はもちろん,解 釈においても,

以 ヒのような議論を視野 に入れる必要があると考える。

本稿では,私 見を思い切って展開させてみた。それゆえに,考 察が,独
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断に走 り,客 観性を失っていることを危惧する。 もとより,被 保険者の自

殺に関 しては,「 自殺」 という行為についての多角的な検討や,自 殺免責

約款以外の法理の整合的な整理など,検 討すべき課題は少なくない。本稿

が今後の議論の発展に少 しでも寄与できれば幸いである。
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